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組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

出
捐
を
な
し
た
者
は
、

る
出
捐
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
法
律
関
係
と
し
て
は
た
と
え
ば
、

五
五
九

一
方
は
民
法
上
の
組
合
で
あ
り
、
他
方
は
消
費
貸
借
で
あ
る
。
金
銭
の

付
け
た
者
は
、
事
業
者
に
対
す
る
債
権
者
で
あ
る
。

民
法
上
の
組
合
と
消
費
貸
借

何
ら
か
の
事
業
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
通
常
そ
の
た
め
の
資
金
が
必
要
で
あ
る
。
事
業
資
金
を
調
達
す
る
に
は
、
出
資
を
募
る

か
、
あ
る
い
は
、
金
銭
を
借
り
入
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

資
金
調
達
に
お
い
て
出
資
の
方
法
に
よ
っ
た
場
合
、
金
銭
の
出
資
を
な
し
た
者
は
共
同
事
業
者
と
な
る
。

同
事
業
者
の
全
員
が
事
業
運
営
に
関
与
し
、
利
益
の
分
配
を
受
け
、
ま
た
は
、
損
失
を
分
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
事
業

関
係
の
原
初
的
な
法
形
式
が
、
民
法
六
六
七
条
以
下
の
民
法
上
の
組
合
で
あ
る
。
出
資
者
は
事
業
を
行
う
団
体
（
民
法
上
の
組
合
）

成
員
（
組
合
員
）
と
な
る
。

資
金
調
達
に
お
い
て
金
銭
を
借
り
受
け
た
場
合
、
そ
の
原
初
的
な
法
形
式
は
民
法
五
八
七
条
以
下
の
消
費
貸
借
で
あ
る
。
金
銭
を
貸
し

事
業
に
対
す
る
金
銭
の
出
資
お
よ
び
貸
付
け
は
、
経
済
的
に
見
れ
ば
事
業
に
対
す
る
資
金
提
供
で
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
事
業
に
対
す

一
方
は
共
同
事
業
者
（
民
法
上
の
組
合
の
組
合
員
）
で
あ
り
、
他
方
は
単
な
る
債
権
者

（貸
主
）

（八
七

一
）

で
あ
る
に
す
ぎ

な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
民
法
上
の
組
合
に
お
け
る
出
資
お
よ
び
消
費
貸
借
に
お
け
る
貸
付
け
は
、
経
済
的
に
同

一
の
機
能
を
有
し
、
ま
た
、

法
的
に
も
財
産
的
な
出
捐
と
し
て
共
通
点
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
法
六
六
七
条
以
下
の
組
合
法
理
に
従
う
の
か
、
あ
る
い
は
、

事
業
へ
の
財
産
の
出
捐
出
資
と
貸
付
け
l

1

消
費
貸
借
か
ら
民
法
上
の
組
合
ま
で
の
類
型
論
的
構
成

ー

の
構

―
つ
の
典
型
と
し
て
は
、
共



貸
付
額
に
応
じ
た
定
率
の
利
息
で
あ
る

こ
の
よ
う
な
損
失
分
担
と
い
う
リ
ス
ク
を
と
る
か
否
か
に
応
じ
て
、
出
捐
に
対
す
る
対
価
も
異
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
有
償
の
消
費
貸
借
に
お
い
て
は
、
損
失
分
担
の
リ
ス
ク
が
な
い
の
で

の
返
還
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い

（
組
合
に
お
け
る
損
失
分
担
の
要
素
）
。

条）、

つ
ま
り
、
全
額
の
返
還
義
務
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

民
法
上
の
組
合
に
お
け
る
出
資
お
よ
び
消
費
貸
借
に
お
け
る
貸
付
け
の
類
似
性
は
、
財
産
的
出
捐
と
い
う
点
だ
け
で
な
く
、
そ
の
資
金

の
返
還
と
い
う
点
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
資
金
の
返
還
請
求
権
は
、
民
法
上
の
組
合
に
お
い
て
は
持
分
払
戻
請
求
権
（
民
法
六
八

一
条
参
照
）
ま
た
は
残
余
財
産
分
配
請
求
権
（
民
法
六
八
八
条
参
照
）

七
条
）も

っ
と
も
、
事
業
の
失
敗
の
影
響
と
い
う
点
で
両
者
は
異
な
る
。
消
費
貸
借
に
お
け
る
貸
主
の
返
還
請
求
権
は
、
事
業
の
成
否
に
か
か

わ
ら
ず
、
貸
付
け
を
な
し
た
額
と
同
額
で
存
続
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
借
主
に
は
数
量
の
同
じ
物
を
も
っ
て
す
る
返
還
義
務
（
民
法
五
八
七

に
お
け
る
脱
退
ま
た
は
消
算
の
際
の
出
資
の
払
戻
請
求
権
は
、
そ
の
時
点
で
の
持
分
の
払
戻
し
を
内
容
と
す
る
。
事
業
の
失
敗
か
ら
生
じ

た
損
失
が
あ
れ
ば
、
出
資
額
よ
り
損
失
分
担
額
を
控
除
し
た
額
が
、
払
戻
請
求
額
と
な
る
（
民
法
六
八

一
条
一
項
、
六
八
八
条
一
項
二
号
、

六
八
八
条
三
項
）
。
つ
ま
り
、
民
法
上
の
組
合
に
お
い
て
は
、
組
合
員
に
損
失
分
担
義
務
が
あ
り
、
出
資
の
返
還
が
か
な
ら
ず
し
も
全
額

（
消
費
貸
借
に
お
け
る
利
息
の
要
素
）
。
営
利
を
目
的
と
す
る
民
法
上
の
組
合
に
お
い
て
は
通
常
、

(2) 

関
法

第
五
九
巻
―
―
―
•
四
号

と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

(11
全
額
返
還
の
要
素
）
、
貸
付
け
の
対
価
は

出
資
と
貸
付
け
に
お
け
る
返
還
消
費
貸
借
と
民
法
上
の
組
合
に
お
け
る
類
型
的
要
素

（
八
七
二
）

民
法
五
八
七
条
以
下
の
消
費
貸
借
の
法
理
に
従
う
の
か
と
い
う
点
で
は
、
彼
我
の
差
は
大
き
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

と
し
て
、
消
費
貸
借
に
お
い
て
は
貸
金
返
還
請
求
権
（
民
法
五
八

（
消
費
貸
借
に
お
け
る
全
額
返
還
の
要
素
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
法
上
の
組
合

五
六
〇
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組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

利
益
分
配
の
要
素
の
取
り
込
み

消
費
貸
借
に
お
け
る
民
法
上
の
組
合
の
要
素
の
取
り
込
み

ー

五
六

(
1
1
損
失
分
担
の
要
素
）
、
出
資
の
対
価
は
変
動
し
う
る
利
益
額
に
応
じ
た
利
益
分
配
で
あ
る
（
組
合

に
お
け
る
利
益
分
配
の
要
素
）

。
出
資
の
法
的
な
対
価
は
、
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
利
益
分
配
請
求
権
を
含
む
組
合
員
た
る
地
位
そ

の
も
の
で
あ
る
。

消
費
貸
借
に
お
け
る
全
額
返
還
の
要
素
お
よ
び
利
息
の
要
素
、
な
ら
び
に
、
民
法
上
の
組
合
に
お
け
る
損
失
分
担
の
要
素
お
よ
び
利
益

分
配
の
要
素
は
、
消
費
貸
借
と
民
法
上
の
組
合
を
両
端
と
す
る
典
型
類
型
に
お
け
る
類
型
的
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
事

業
に
対
す
る
財
産
の
出
捐
と
そ
れ
に
よ
る
対
価
の
獲
得
と
い
う
機
能
的
観
点
を
基
軸
と
し
て
、
法
定
の
典
型
類
型
と
し
て
消
費
貸
借
（
民

法
五
八
七
条
以
下
）
か
ら
、
匿
名
組
合
（
商
法
五
三
五
条
以
下
）
を
経
て
、
民
法
上
の
組
合
（
民
法
六
六
七
条
以
下
）
ま
で
を
想
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
三
者
の
中
間
類
型
と
し
て
共
算
的
消
費
貸
借

(
p
a
r
t
i
a
r
i
s
c
h
e
s
D
a
r
l
e
h
e
n

こ且
ret
participatif
 
:
 ~
 利
益
参
加
型
消
費
貸

借
）
お
よ
び
内
的
組
合

(l
n
n
e
n
g
e
s
e
ll
s
c
h
a
ft)

た
る
民
法
上
の
組
合
を
構
想
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
類
型
論
的
系
列
は
、
①
消
費
貸
借
、

②
共
算
的
消
費
貸
借
（
利
益
参
加
型
消
費
貸
借
）
‘
③
匿
名
組
合
、
④
内
的
組
合
、
⑤
民
法
上
の
組
合
の
順
と
な
る
。

右
の
類
型
論
に
お
い
て
、
消
費
貸
借
に
民
法
上
の
組
合
（
お
よ
び
内
的
組
合
・
匿
名
組
合
）

込
ん
だ
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
共
算
的
消
費
貸
借
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
確
定
し
た
利
率
に
も
と
づ
く
利
息
の
代
わ
り
に
、
利
益
に
応
じ
た
配

③
消
費
貸
借
か
ら
民
法
上
の
組
合
ま
で
の
類
型
論
的
構
成

損
失
分
担
の
リ
ス
ク
が
あ
る
の
で

の
要
素
で
あ
る
利
益
分
配
の
要
素
を
取
り

（
八
七
三
）



こ
の
よ
う
に
、
共
算
的
消
費
貸
借
の
貸
主
は
、

約
の
効
果
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

第
五
九
巻
三
•
四

号

当
が
貸
王
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
共
算
的
消
費
貸
借
は
商
法
学
説
が
商
行
為
法
の
体
系
書
等
の
中
で
、
お
そ
ら
く
は

(
3
)
 

ド
イ
ツ
法
上
の
議
論
を
参
酌
し
て
、
匿
名
組
合
に
似
て
そ
れ
に
非
ざ
る
も
の
と
し
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

損
失
分
担
の
要
素
の
取
り
込
み
？
ー
~
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
共
算
的
消
費
貸
借
の
議
論
よ
り

（八
七
四
）

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
消
費
貸
借
に
お
け
る
損
失
分
担
の
要
素
の
取
り
込
み
に
つ
い
て
で
あ
る
。
事
業
に
対
す
る
財
産
の

出
捐
に
お
い
て
、
損
失
分
担
の
要
素
を
取
り
込
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
消
費
貸
借
と
は
言
え
ず
、
民
法
上
の
組
合
に
お
け
る
組
合

連
し
て
、

員
と
し
て
の
出
資
（
ま
た
は
匿
名
組
合
に
お
け
る
匿
名
組
合
員
と
し
て
の
出
資
）
と
い
う
ほ
か
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関

(4
)
 

フ
ラ
ン
ス
学
説
に
よ
る
示
唆
に
富
む
言
及
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
法
と
同
じ
く
共
算
的
消
費
貸
借

(p
r
e
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
f
 :
 利
益
参
加
型
消
費
貸
借
）

が
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
は
共
算
的
消
費
貸
借
に
関
す
る
法
規
定
が
存
在
す
る

認
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
に
は
共
算
的
消
費
貸
借
を
直
接
規
律
す
る
法
規
定
が
な
く
、
そ
れ
は
契
約
自
由
の
原
則
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

(5
)
 

（
通
貨
金
融
法
典
・
法
律
三
一
三
の
一
三
条
以
下
）
。
こ
れ
は

一
九
七
八
年
七
月
一

三
日
の
法
律
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
通
貨
金
融
法
典
に
収
容
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

の
通
貨
金
融
法
典
上
の
共
算
的
消
費
貸
借
は
、
貸
主
の
利
益
参
加

（貸
主
へ
の
利
益
分
配
）
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
特

ば
利
益
参
加
の
面
で
は
共
算
的
（
共
同
計
算
的
）

る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
利
益
参
加
の
特
約
が
な
く
と
も
、
な
お
共
算
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(2) 

関
法

五
六

の
契
約
類
型
が
承

フ
ラ
ン
ス

（同
法
典
・
法
律
・ニ―

――
一の

一
七
条
）。

し
た
が

っ
て
、
利
益
参
加
の
特
約
が
な
け
れ

と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
貸
主
の
債
権
が

一
般
債
権
者
に
も
劣
位
す
る
劣
後
債
で
あ

一
般
債
権
者
を
含
む
他
の
す
べ
て
の
債
権
者
の
債
権
が
弁
済
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
弁
済



資
者
、

組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

以
上
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
学
説
に
よ
る
共
算
的
消
費
貸
借
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
法
人
格
の

あ
る
ソ
シ
エ
テ
、

付
け
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
損
失
分
担
の
要
素
を
取
り
込
ん
だ
よ
う
な
共
算
的
消
費
貸
借
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
貸
主
た
る
債
権
者
が
出

つ
ま
り
、
社
員
ま
た
は
株
主
と
し
て
法
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
で
は
、
共
算
的
消
費
貸
借
が

出
資
に
い
か
に
近
似
し
よ
う
と
も
、
出
資
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
。

(3) 

小

考

の
引
き
当
て
の
原
資
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
い
う
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
劣
後
ロ
ー
ン
に
対
応
す
る
。
劣
後
的
地
位
の
代
償
は
高
め
の
金
利
設
定
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
利
益
参
加

一
三
の
一
七
条
）

と
こ
ろ
で
、

シ
エ
テ
）

で
あ
る
。

（
同
法
典
・
法
律
三

一
三
の

一
五
条
）。

五
六

フ
ラ
ン
ス
の
共
算
的
消
費
貸
借

(p
r
e
t
p
a
r
t
i
c
i
 p
a
 tif) 

（
借
主
が
株
式
会
社
の
と
き
の
）

は
、
わ
が
国

そ
の
分
の
配
当
可
能
額
か
ら
の
控
除
（
同
法
典
・
法
律
三

(6
)
 

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
損
失
分
担
（
損
失
へ
の
参
加
）
が
債
権
者

（貸
主
）
か
ら
、
会
社
な
い
し
組
合

(s
o
c
i
e
t
e
:
 ソ

(7
)
 

の
構
成
員
を
区
別
す
る
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
事
業
へ
の
財
産
の
出
捐
に
お
い
て
、
損
失
分
担
が
な
け
れ

ば
そ
れ
は
消
費
貸
借
の
貸
付
け
で
あ
り
、
損
失
分
担
が
あ
れ
ば
会
社
・
組
合
へ
の
出
資
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
準
は
明
確
な

も
の
と
は
い
え
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
の
共
算
的
消
費
貸
借
の
貸
主
は
一
般
債
権
者
に
も
劣
後
す
る
が
ゆ
え
に
、
元
本
全
額
の

返
還
が
な
い
場
合
に
は
元
本
の
毀
損
部
分
に
つ
き
損
失
分
担
を
し
て
い
る
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
会
社
へ
の
出
資
と
同
様
、
会
社
債
務

つ
ま
り
会
社
、
と
く
に
株
式
会
社
へ
の
貸
付
け
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
法
人
格
の
あ
る
会
社
へ
の
貸

の
特
約
が
あ
る
場
合
に
は
利
益
分
配
お
よ
び

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

（八
七
五
）



債
権
者
で
は
な
く
、
組
合
員
と
な
る
。
こ
の
場
合
、

第
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こ
れ
に
対
し
て
、
法
人
格
の
な
い
組
合

(
s
o
c
i
e
t
e
e
n
 p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
)
 

(8
)
 

い
う
な
ら
ば
匿
名
組
合
ま
た
は
民
法
上
の
組
合
に
お
い
て
は
、

き
わ
め
て
近
似
す
る
。

に
お
い
て
は
、

ば
、
出
資
は
組
合
の
解
散
後
に
返
還
さ
れ
る
の
が
本
則
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

つ
ま
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
そ
の
対
応
物
で

一
般
債
権
者
に
劣
後
す
る
消
費
貸
借
の
貸
主
は
、
出
資
者
た
る
組
合
員
に

も
ち
ろ
ん
、
返
還
の
時
期
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
劣
後
ロ
ー
ン
た
る
消
費
貸
借
と
出
資
は
な
お
相
違
点
が
残
る
。
脱
退
を
度
外
視
す
れ

し
た
場
合
、
貸
付
金
の
返
還
時
期
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
時
と
な
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
貸
付
金
の
返
還
時
期
は
当
座
組

合
の
解
散
時
と
な
り
、
出
資
の
返
還
時
期
と
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
劣
後
ロ
ー
ン
た
る
消
費
貸
借
は
、
損
失
分

担
も
あ
る
上
に
、
返
還
時
期
が
出
資
の
返
還
時
期
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
消
費
貸
借
と
し
て
の
本
質
的
要
素
を
失
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る

す
な
わ
ち
、
共
同
事
業
に
対
す
る
劣
後
ロ
ー
ン
の
性
質
を
有
す
る
財
産
的
出
捐
は
、
そ
の
共
同
事
業
関
係
が
法
人
格
を
有
し
な
い
場
合
、

と
く
に
そ
れ
が
事
業
終
了
（
エ
グ
ジ
ッ
ト
）
を
意
識
し
た
当
座
組
合
で
あ
る
と
き
に
は
、
も
は
や
消
費
貸
借
と
は
い
え
ず
、
組
合
に
対
す

る
出
資
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
全
額
返
還
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
損
失
分
担
の
リ
ス
ク

法
人
格
の
な
い
共
同
事
業
関
係
に
対
す
る
財
産
的
出
捐
が
、
組
合
に
対
す
る
出
資
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
財
産
の
出
捐
者
は

の
匿
名
組
合
・
内
的
組
合
に
対
応
）
、
わ
が
国
で
い
え
ば
匿
名
組
合
ま
た
は
内
的
組
合
で
な
い
か
ぎ
り
、
組
合
債
権
者
に
対
す
る
個
人
的

(9
)
 

債
務
が
生
じ
う
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
財
産
の
出
捐
者
は
資
金
提
供
先
の
事
業
が
債
務
超
過
の
と
き
に
、
資
金
の
提
供
関
係
が
消

を
負
担
す
る
か
ら
で
あ
る
。

を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

関
法

フ
ラ
ン
ス
で
い
え
ば
匿
名
型
組
合

(
s
o
c
i
e
t
e
e
n
 p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 o
c
c
u
l
t
e
 :
 
• 

わ
が
国

―
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
の
当
座
組
合
を
想
定

五
六
四

（八
七
六
）



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

ふ
つ
う
は
手
じ
ま
い

（
エ
グ
ジ
ッ
ト
）
を
考
慮
し
て
、

費
貸
借
で
あ
る
と
法
性
決
定
さ
れ
れ
ば
、
貸
主
と
し
て
な
お
資
金
全
額
の
返
還
を
請
求
し
う
る
が
、
組
合
に
対
す
る
出
資
で
あ
る
と
法
性

決
定
さ
れ
た
な
ら
、
資
金
の
返
還
請
求
が
で
き
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
事
業
の
債
権
者
か
ら
出
捐
分
を
超
え
た
自
己
の
責
任
財
産
に
対
す

(10
)
 

る
責
任
追
及
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。

さ
て
つ
ぎ
に
、
貸
付
け
と
し
て
行
っ
た
共
同
事
業
へ
の
財
産
的
出
捐
が
共
同
事
業
へ
の
出
資
と
き
わ
め
て
近
接
す
る
事
例
と
し
て
、
個

(11
)
 

別
的
な
投
資
フ
ァ
ン
ド
た
る
投
資
事
業
組
合
に
対
す
る
金
融
機
関
の
資
金
提
供
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

投
資
事
業
組
合
の
法
形
式

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
フ
ァ
ン
ド

（
私
募
フ
ァ
ン
ド
）

五
六
五

た
る
投
資
事
業
組
合
は
、
そ
の
法
形
式
と
し
て
多
様
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

―
つ
ま
た
は
少
数
の
投
資
事
業
に
対
す
る
当
座
組
合
で
あ
り
、
投
資
事
業
を
継

続
す
る
に
し
て
も
、
別
個
の
当
座
組
合
を
立
ち
あ
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
別
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
投
資
事
業
を
行
う
投
資
事
業
組

合
に
は
解
散
後
の
手
続
き
の
簡
便
さ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
会
社
な
ど
法
人
格
の
あ
る
法
形
式
よ
り
も
、
法
人
格
の
な
い
組
合
な
ど
の
法

形
式
が
適
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
民
法
上
の
組
合
、
匿
名
組
合
お
よ
び
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
投
資
事

(12) 

業
有
限
責
任
組
合
に
つ
い
て
は
、
法
人
格
が
な
い
と
は
い
え
、
登
記
に
よ
る
公
示
制
度
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
外
と
す
る
。

民
法
上
の
組
合
お
よ
び
匿
名
組
合
が
個
別
の
投
資
事
業
組
合
の
法
形
式
と
し
て
好
都
合
だ
と
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
公
示
制
度
が
な
い

な
ど
、
外
部
に
対
す
る
情
報
開
示
度
が
低
い
と
い
う
点
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
内
部
的
に
は
、
機
関
投
資
家
が
出
資
者
と

(1) 
3

投
資
事
業
組
合
に
対
す
る
財
産
的
出
捐

（八
七
七
）
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民
法
上
の
組
合
お
よ
び
匿
名
組
合
が
好
都
合
な
理
由
は
、
税
制
上
の
利
点
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

テ
ィ
ッ
ド
・
パ
ー
ト
ナ
ー
）

フ
ァ
ン
ド
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
、
事
業
運
営
の
み
を
行
う
単
な
る
受
任
者
（
組
合
員
で
な
い
事
業
執
行
者
）

ジ
ャ
ー
は
業
務
執
行
者
た
る
組
合
員
（
民
法
六
七

0
条
二
項
、
六
七
二
条
）

（八
七
八
）

な
っ
て
い
る
場
合
な
ど
の
よ
う
に
、
他
の
出
資
者
が
誰
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
嫌
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
う
い
っ
た
と
き

レ
バ
レ
ッ
ジ
ド
・
リ
ー
ス
事
業
を

行
う
組
合
に
お
い
て
と
く
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
減
価
償
却
な
ど
の
事
業
初
期
の
損
失
を
出
資
者
が
本
業
の
利
益
と
損
益
通
算
す

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
が
、
た
と
え
ば
民
法
上
の
組
合
の
組
合
員
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、

で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
自
己
資
金
が
混
じ
っ
て
い
る
と
運
営
の
本
気
度
が
増
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ふ
つ
う
は
些
少
で
も
金
銭
出
資
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
事
業
運
営
に
関
す
る
労
務
提
供
と
い
う
か
た
ち
で
労
務
出
資
を
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ァ
ン
ド
・
マ
ネ
ー

こ
れ
に
対
し
て
、
出
資
者
は
業
務
執
行
権
限
を
有
し
な
い
組
合
員
（
民
法
六
七
三
条
）
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ミ
テ
ィ

ッ
ド
・
パ
ー

ト
ナ
ー
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
投
資
事
業
組
合
が
民
法
上
の
組
合
と
法
性
決
定
さ
れ
た
と
き
に
は
、
組
合
債
権
者
に
対
し
無
限
責
任
を
負
う

（
民
法
六
七
五
条
）
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
で
は
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
で
は
な
い
。

法
形
式
と
し
て
民
法
上
の
組
合
を
想
定
す
る
。

投
資
事
業
組
合
の
当
事
者
と
さ
れ
る
の
は
、

フ
ァ
ン
ド
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

②
投
資
事
業
組
合
に
対
す
る
財
産
の
出
捐
者

る
こ
と
に
よ
り
、
課
税
繰
延
ぺ
効
果
が
得
ら
れ
る
。

に
匿
名
組
合
は
不
向
き
で
あ
る
。

関
法

（
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
）

五
六
六

お
よ
び
出
資
者

（リ
ミ



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

こ
の
よ
う
な
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
型
の
資
金
提
供
は
、

③
金
融
機
関
に
よ
る
資
金
提
供
の
法
的
性
質

な
レ
バ
レ
ッ
ジ
効
果
が
得
ら
れ
る
。

五
六
七

（
非
遡
及
）
型

す
る
も
の
で
あ
る
。
超
低
金
利
時
代
に
は
、
イ
ー
ル
ド
・
ギ
ャ
ッ
プ
（
貸
出
し
金
利
と
投
資
事
業
利
回
り
の
差
）
が
拡
大
し
、
よ
り
大
き

投
資
事
業
組
合
の
資
金
調
達
は
、
右
に
見
た
二
者
の
出
資
の
ほ
か
に
、
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
れ
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
る
。
レ
バ
レ
ッ

ジ
効
果
に
よ
る
配
当
利
回
り
の
増
大
を
は
か
る
た
め
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
借
金
に
よ
っ
て
自
己
資
金
を
増
や
し
て
大
き
く
儲
け
よ
う
と

投
資
事
業
組
合
に
対
す
る
財
産
の
出
捐
者
は
、

フ
ァ
ン
ド
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
出
資
者
お
よ
び
金
融
機
関
と
な
る
。

金
融
機
関
が
金
あ
ま
り
の
中
で
収
益
確
保
の
た
め
に
、
事
業
者
へ
の
担
保
貸
付
け
か
ら
、
事
業
案
件
ご
と
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
貸
付
け
へ

向
か
う
帰
結
の

一
っ
し
て
、
投
資
事
業
組
合
へ
の
資
金
提
供
が
あ
る
。
そ
れ
は
事
業
単
位
へ
の
無
担
保
の
ノ
ン
リ
コ
ー
ス

の
資
金
提
供
で
あ
り
、
対
価
は
高
め
の
利
率
に
も
と
づ
く
利
息
が
そ
の
対
価
と
な
る
。
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
と
は
、
投
資
事
業
組
合
の
構
成
員

の
個
人
財
産
を
引
き
当
て
と
し
な
い
こ
と
を
い
う
。
つ
ま
り
、
投
資
事
業
組
合
の
資
産
の
み
が
金
融
機
関
へ
の
返
済
の
原
資
と
な
る
。

由
か
ら
、
消
費
貸
借
だ
と
は
い
え
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第

一
に、

一
般
に
は
消
費
貸
借
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
な
理

ノ
ン
リ
コ
ー
ス
特
約
に
よ
り
組
合
員
が
個
人
的
責
任
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
投
資
事
業
組
合
の
債
務
超
過
の
局
面
だ

け
で
な
く
、
出
資
総
額
の
減
少
の
局
面
で
も
金
融
機
関
は
提
供
し
た
資
金
の

一
部
ま
た
は
全
部
を
喪
失
す
る
こ
と
が
約
定
さ
れ
て
い
る
。

消
費
貸
借
に
お
け
る
全
額
返
還
の
要
素

（民
法
五
八
七
条
に
い
う
数
量
の
同
じ
物
を
も
っ
て
す
る
返
還
）
が
欠
け
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

債
務
超
過
の
場
合
の
自
己
の
責
任
財
産
に
よ
る
損
失
分
担
は
な
い
に
し
て
も
、
出
資
総
額
減
少
の
場
合
に
は
提
供
し
た
資
金
を
限
度
と
す

（八
七
九
）



II
組
合
に
お
け
る
損
益
分
配
の
意
義

さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、

一
般
債
権
者
に
対
す
る
個
人
的
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る

（
民
法
六
七
五
条
）
。

算
時
に
は

一
般
債
権
者
に
劣
後
す
る
こ
と
に
な
る

第
五
九
巻
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る
損
失
分
担
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
組
合
に
お
け
る
損
失
分
担
の
要
素
が
存
在
す
る
。

（八
八

0
)

第
二
に
、
資
金
提
供
に
対
す
る
対
価
が
、
確
定
率
の
利
息
だ
け
で
な
く
、
固
定
部
分
に
加
え
て
利
益
に
応
じ
た
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
利
益
参
加
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
組
合
に
お
け
る
利
益
分
配
の
要
素
で
あ
る
。

第
三
に
、
組
合
事
業
に
関
し
て
金
融
機
関
に
よ
る
運
営
状
況
・
資
金
活
用
の
情
報
開
示
要
求
あ
る
い
は
経
営
指
導
・
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど

が
特
約
で
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
が
単
な
る
監
視
・
助
言
に
と
ど
ま
る
と
き
は
と
も
か
く
、
単
な
る
監
視
・
助
言
を
超
え
て
、
組

合
員
の
権
限
と
し
て
の
組
合
契
約
に
関
す
る
基
本
的
意
思
決
定
へ
の
共
同
的
参
加
（
民
法
六
六
七
条
）
、
共
同
的
な
事
業
執
行
権
限
に
も

と
づ
く
意
思
決
定
（
民
法
六
七
0
条
一
項
）
ま
た
は
業
務
•
財
産
状
況
検
査
権
（
民
法
六
七
三
条
）
に
相
当
す
る
も
の
い
え
る
と
き
に
は
、

(13
)
 

消
費
貸
借
で
は
な
く
、
紺
合
契
約
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
徴
表
が
存
在
す
る
も
の
と
い
え
る
。
組
合
に
お
け
る
事
業
運
営
の
共
同
性
の

(14
)
 

要
素
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
阻
酌
す
る
と
、
投
資
事
業
組
合
に
対
す
る
金
融
機
関
の
資
金
提
供
が
、
投
資
事
業
組
合
に
対
す
る
出
資
と
な
る
場
合
も
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
金
融
機
関
が
貸
主
で
は
な
く
出
資
者
で
あ
る
と
し
て
投
資
事
業
組
合
の
組
合
員
に
あ
た
る
も
の
と
す
れ
ば
、
消

（
民
法
六
八
八
条
一
項
）

。
ま
た
、
投
資
事
業
組
合
が
内
的
組
合
ま
た
は
匿
名
組
合
と

(15
)
 

こ
こ
で
は
、
わ
が
国
の
民
法
上
の
糾
合
に
関
す
る
規
定
お
よ
び
そ
の
解
釈
を
基
本
と
し
て
、
損
益
分
配
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

損
益
分
配
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
た
後
に
、
民
法
上
の
組
合
の
成
立
要
件
で
あ
る
「
共
同
の
事
業
」
（
民
法
六
六
七
条
）
と
の
関

関
法

五
六
八



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

債
務
弁
済
後
の
残
余
財
産
は
出
資
額
に
応
じ
て
分
配
さ
れ
る

利

益

分

配

は
な
い
。

の
割
合
は
出
資
の
価
額
に
比
例
す
る

五
六
九

損
益
分
配
と
は
、
利
益
分
配
お
よ
び
損
失
分
担
を
い
う
。
わ
が
国
の
民
法
典
は
損
益
分
配
に
つ
き
組
合
契
約
に
定
め
の
が
あ
る
こ
と
が

通
常
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
損
益
分
配
の
割
合
に
関
す
る
補
充
規
定
の
み
を
も
う
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
損
益
分
配

（民
法
六
七
四
条
一
項
）

。
組
合
契
約
が
利
益
分
配
ま
た
は
損
失
分
担
の
一
方
に
つ
い
て
の
み
割
合

を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
割
合
は
双
方
に
共
通
で
あ
る
も
の
と
推
定
す
る

（
同
条
二
項）

。

わ
が
民
法
典
に
は
、
利
益
ま
た
は
損
失
の
意
味
、
あ
る
い
は
、
利
益
分
配
ま
た
は
損
失
分
担
の
意
味
に
つ
い
て
明
示
的
に
定
め
た
条
文

利
益
分
配
に
い
う
利
益
と
は
、
純
資
産
か
ら
出
資
総
額
を
控
除
し
た
部
分
を
い
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う

な
理
由
か
ら
、
利
益
分
配
に
い
う
利
益
の
意
味
を
探
求
す
る
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
義
は
な
い
。

―
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
の
当
座
組
合
で
あ
る
場
合
な
ど
に
お
い
て
、
組
合
の
解
散
前
に
利
益
分
配
が
行
わ
れ
な
い
と
き
、
組
合

（
民
法
六
八
八
条
三
項）
。
こ
れ
は
、
各
組
合
員
は
出
資
額
に
、
出
資
額
に

応
じ
た
利
益
分
配
分
（
民
法
六
七
四
条

一
項
）
を
上
乗
せ
し
た
も
の
を
残
余
財
産
の
分
配
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
利
益
分
配
の
割
合
と
残
余
財
産
分
配
の
割
合
が
組
合
契
約
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
割
合
と
な
っ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
利
益
分
配
は

1

損
益
分
配
（
利
益
分
配
と
損
失
分
担
）

連
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。

（八
八

一）



以
上
の
よ
う
に
、
利
益
分
配
に
対
す
る
法
律
上
の
規
制
が
な
い
組
合
型
団
体
に
お
い
て
は
、
利
益
分
配
に
お
け
る
利
益
概
念
は
法
的
に

自
体
の
意
味
に
重
要
性
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
五
九
巻
―
―
―•
四
号

（八
八
二）

残
余
財
産
の
分
配
に
帰
着
す
る
。
利
益
分
配
と
残
余
財
産
の
分
配
の
両
者
の
割
合
を
違
え
て
組
合
契
約
で
わ
ざ
わ
ざ
合
意
す
る
の
は
ま
れ

で
あ
ろ
う
か
ら
、
利
益
分
配
に
お
け
る
利
益
自
体
の
意
味
は
、
組
合
の
解
散
前
に
利
益
分
配
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、
さ
し
て
重
要
で
は
な

次
に
、

事
業
年
度
を
も
う
け
る
な
ど
し
て
、
組
合
の
解
散
前
に
利
益
分
配
を
可
能
に
し
た
場
合
は
ど
う
か
。
事
業
が
長
期
に
わ
た
る
と

き
や
同
種
事
業
が
反
復
継
続
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
解
散
の
時
の
利
益
分
配
を
待
て
な
い
と
い
う
こ
と
は

十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
会
社
を
想
起
す
る
と
、
事
業
年
度
ご
と
に
利
益
分
配
が
行
わ
れ
る
の
が
む
し
ろ
常
態
と
も
い
え
る
。
こ
の
場
合
の

利
益
分
配
に
お
け
る
利
益
も
ま
た
内
部
留
保
を
度
外
視
す
れ
ば
、
純
資
産
か
ら
出
資
総
額
を
控
除
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
民
法
上
の
組
合
に
お
い
て
は
、
利
益
分
配
に
つ
き
利
益
配
当
規
制
の
よ
う
な
法
律
上
の
制
限
が
な
い
。
つ
ま
り
、
合
同
会
社

に
見
ら
れ
る
よ
う
な

（会
社
法
六
二
八
条
、
会
社
計
算
規
則

一
九

一
条
。
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
会
社
法
四
六
一
条
）
お
お
よ
そ
純
資
産

(16
)
 

か
ら
出
資
総
額
を
控
除
し
た
部
分
に
相
当
す
る
利
益
額
の
み
を
配
当
し
う
る
と
い
う
法
律
上
の
制
限
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
に
お

い
て
損
失
が
あ
り
、
出
資
総
額
が
毀
損
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
爾
後
の
利
益
ま
た
は
追
加
出
資
に
よ
り
補
填
す
る
こ
と
な
く
、
当

該
営
業
年
度
の
利
益
を
分
配
し
う
る
。
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
、
組
合
員
が
無
限
責
任
を
負
う
の
で
、
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
は
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
事
業
年
度
を
も
う
け
る
な
ど
し
て
組
合
解
散
前
の
利
益
分
配
を
可
能
と
し
た
場
合
も
ま
た
、
利
益
分
配
に
お
け
る
利
益

重
要
な
意
味
を
持
た
ず
、
利
益
分
配
あ
る
い
は
組
合
員
の
利
益
分
配
請
求
権
の
存
在
自
体
こ
そ
が
組
合
の
法
的
性
質
と
の
関
係
で
重
要
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
後
述
す
る
一
部
の
者
に
利
益
分
配
の
な
い
組
合

（獅
子
組
合
）

の
問
題
、
さ
ら
に
は
、
事
業
の
共
同
性
の
要
素
と
し
て

、
。

し

関
法

五
七
〇



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

五
七

次
項
と
の
関
連
で
い
う
と
、
利
益
の
概
念
自
体
に
法
的
な
意
義
が
そ
れ
ほ
ど
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
利
益
概
念
に
対
応
し
て
損
失

概
念
の
意
味
内
容
を
定
め
る
こ
と
は
論
理
必
然
的
な
事
柄
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
組
合
型
団
体
に
お
い
て
、
利
益
概
念
を
純
資
産
か
ら

出
資
総
額
を
控
除
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
に
対
応
さ
せ
て
、
損
失
概
念
を
負
債
総
額
か
ら
出
資
総
額
を
控
除
し
た
も
の
、

(17
)
 

債
務
超
過
と
解
す
る
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
。

意
味
も
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
損
失
は
ま
ず
出
資
総
額
（
組
合
財
産
）

の
減
少
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、

つ
ま
り
、

(18
)
 

損
失
分
担
に
い
う
損
失
と
は
、
学
説
に
よ
れ
ば
、
債
務
超
過
を
い
う
。
し
か
し
、
通
常
の
語
意
か
ら
、
損
失
に
は
出
資
総
額
の
減
少
の

つ
ぎ
に
出
資
総
額
が

損
失
分
担
は
組
合
に
お
け
る
各
組
合
員
の
内
部
的
な
負
担
で
あ
り
、
組
合
債
権
者
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
損
失
の
分
担
と
は
、
損

失
額
を
損
失
分
担
の
割
合
に
従
っ
て
各
組
合
員
に
計
算
上
割
り
当
て
る
こ
と
を
い
う
。
商
法
学
説
は
匿
名
組
合
に
関
し
て
こ
の
よ
う
に
解

(19
)
 

し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
損
失
分
担
と
は
、
損
失
が
生
じ
た
時
点
で
組
合
員
が
損
失
分
担
額
を
組
合
に
払
い
込
む
こ
と
で
は
な
い
。
現
実
の
損
失

を
組
合
解
散
前
に
補
填
す
る
よ
う
な
損
失
補
填
は
、
出
資
の
増
額
に
等
し
い
。
各
組
合
員
に
は
、
全
組
合
員
の
同
意
に
も
と
づ
く
組
合
契

約
の
変
更
の
な
い
か
ぎ
り
、
出
資
の
増
額
に
応
え
る
追
加
出
資
義
務
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
損
失
補
填
義
務
も
な
い
。

損
失
分
担
の
具
体
的
な
処
理
は
、
組
合
解
散
後
の
清
算
の
段
階
で
行
わ
れ
る
。
消
算
後
の
残
余
財
産
は
出
資
額
に
応
じ
て
分
配
す
る
も

す
べ
て
毀
損
し
て
な
お
債
務
が
残
れ
ば
債
務
超
過
と
な
る
。

②

損

失

分

担

の
利
益
分
配
と
い
う
位
置
づ
け
の
問
題
で
あ
る
。

（八
八
三）



赤
字
と
な
る
と
き
は
損
失
分
担
の
割
合
に
従
っ
て

（
民
六
七
四
条
）
そ
の
者
に
負
担
額
の
支
払
い
を
求
め
る

合
財
産
の
状
況
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

わ
れ
る
。
こ
れ
が
持
分
の
払
戻
し
で
あ
る

す
る

第
五
九
巻
三
•
四
号

（八
八
四
）

（
民
法
六
八
八
条
三
項
）
か
ら
、
損
失
に
よ
る
出
資
総
額
の
減
少
の
場
合
に
、
出
資
額
か
ら
計
算
上
割
り
当
て
ら
れ
た

損
失
分
担
額
を
控
除
し
た
額
の
分
配
を
各
組
合
員
が
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
残
余
財
産
が
あ
る
場
合
の
損
失
分
担
の

内
実
は
、
出
資
の
返
還
に
相
当
す
る
持
分
の
払
戻
し
が
割
り
当
て
ら
れ
た
損
失
分
に
よ
っ
て
減
少
す
る
こ
と
で
あ
る
。

債
務
超
過
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
民
法
六
八
八
条
三
項
に
い
う
残
余
財
産
の
分
配
は
な
く
、
債
務
超
過
額
に
つ
き
各
組
合
員
が
原
則
と

（
民
法
六
七
四
条
）
。
各
組
合
員
は
各
自
の
損
失
分
担
部
分
に
つ
き
、
直
接
、
組
合
債
権
者
に
弁
済
す

る
か
、
あ
る
い
は
、
自
己
の
損
失
分
担
部
分
を
超
え
て
組
合
債
権
者
に
弁
済
し
た
他
の
組
合
員
に
弁
済
す
る
こ
と
に
な
る
。

組
合
員
の
一
人
が
脱
退
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
損
失
分
担
の
処
理
が
行
わ
れ
る
。
脱
退
し
た
組
合
員
は
組
合
財
産
総
体
に
対
す

る
持
分
（
財
産
の
帰
属
関
係
を
合
有
と
解
す
れ
ば
合
有
持
分
）
を
失
い
、
脱
退
し
た
組
合
員
の
有
し
て
い
た
持
分
は
残
存
組
合
員
に
帰
属

（
民
法
二
五
五
条
類
推
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
持
分
喪
失
の
対
価
と
し
て
、
脱
退
ま
で
の
財
産
の
共
同
関
係
（
合
有
関
係
）

払
込
義
務
と
な
る
）
。

し
て
出
資
額
に
応
じ
て
分
担
す
る

の
と
さ
れ
て
い
る

関
法

の
清
算
が
行

（
民
法
六
八
一
条
条
文
見
出
し
）
。
持
分
払
戻
し
の
た
め
の
計
算
は
、
脱
退
の
時
に
お
け
る
組

（
民
法
六
八
一
条
一
項
）
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
脱
退
し
た
組
合
員
が
有
し
て
い
た
合

有
持
分
（
潜
在
的
持
分
）
を
計
算
し
、
黒
字
で
あ
れ
ば
そ
の
者
に
持
分
を
払
い
戻
す
（
脱
退
し
た
組
合
員
の
持
分
払
戻
請
求
権
と
な
る
）
。

て
、
損
失
の
払
込
み
の
場
合
は
そ
の
額
を
、
損
失
分
担
と
し
て
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

五
七

（
脱
退
し
た
組
合
員
の
損
失

し
た
が
っ
て
、
脱
退
し
た
組
合
員
は
、
持
分
払
戻
し
の
場
合
は
、
持
分
払
戻
し
額
が
出
資
額
よ
り
も
少
な
け
れ
ば
そ
の
差
額
を
、
そ
し



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

性
格
を
有
し
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

損
益
分
配
と
組
合
に
お
け
る
事
業
の
共
同
性

①
獅
子
組
合
の
議
論

組
合
員
の
一
部
の
み
が
利
益
を
受
け
る
組
合
を
獅
子
組
合
と
い
う
。
組
合
員
の
一
部
の
み
が
利
益
分
配
を
受
け
る
よ
う
な
団
体
は
、
そ

の
目
的
が
営
利
目
的
の
場
合
に
は
、
獅
子
組
合
で
あ
る
と
し
て
、
民
法
上
の
組
合
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
利
益
分
配
は
営
利
目
的
と

(20) 

不
可
分
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
組
合
員
の
一
部
が
損
失
を
分
担
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
民
法
上
の
組
合
の
性
質
に
反
し
な
い
と
さ
れ
て

(21
)
 

い
る
。

す
な
わ
ち
、
債
務
超
過
の
意
味
の
損
失
に
つ
い
て
い
え
ば
、
債
務
超
過
の
際
の
損
失
を
負
担
し
な
い
組
合
員
が
い
て
も
さ
し
支
え
な
い
。

(22
)
 

名
古
屋
地
判
平
成

一
六
年

一
0
月
二
八
日
は
「
…
…
営
利
事
業
を
目
的
と
す
る
団
体
が
、
こ
れ
に
よ
る
利
益
を
特
定
の
者
だ
け
で
配
分
し
、

他
の
者
が
全
く
こ
れ
に
関
与
し
な
い
場
合

（い
わ
ゆ
る
獅
子
組
合
）
は
、
共
同
事
業
性
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
、
民
法
上
の
組
合
と
し
て
の

（こ
れ
に
反
し
、
内
部
的
に
出
資
額
以
上
の
損
失
を
負
担
し
な
い
当
事
者
が
い
た
と
し
て
も
、

共
同
事
業
性
に
反
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。）
。」
と
す
る
。

ま
た
、
出
資
総
額
の
減
少
と
い
う
意
味
の
損
失
に
つ
い
て
い
え
ば
、
出
資
総
額
の
減
少
の
際
の
出
資
の
毀
損
を
も
負
担
し
な
い
組
合
員

が
い
て
も
よ
い
。
後
述
の
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
譲
論
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
損
失
は
分
担
せ
ず
と
も
出
資
義
務
の
負
担
と
い
う
か
た
ち
で

「
共
同
の
事
業
」

（民
法
六
六
七
条
）
に
貢
献
す
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

2
 

五
七
三

（八
八
五
）



係
（
な
い
し
団
体
的
組
織
）
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

第
五
九
巻
三
•
四
号

2
 

営
利
目
的
の
民
法
上
の
組
合
に
お
い
て
は
通
常
、
す
ぺ
て
の
組
合
員
が
出
資
を
な
し
、
利
益
分
配
を
受
け
、
そ
し
て
損
失
を
分
担
す
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
見
る
よ
う
に
、
出
資
お
よ
び
損
益
分
配
に
は
、
共
同
の
事
業
に
各
組
合
員
が
同
等
の
立
場
で
参
加
す
る

と
い
う
組
合
の
要
素
、

つ
ま
り
、
「
共
同
の
事
業
」
（
民
法
六
六
七
条
一
項
）
に
い
う
共
同
性
1
1
組
合
員
の
共
同
的
参
加
が
あ
ら
わ
れ
て
い

そ
も
そ
も
、
民
法
上
の
組
合
に
お
け
る
「
共
同
の
事
業
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

民
法
六
六
七
条
一
項
は
組
合
契
約
を
各
当
事
者
が
出
資
を
し
て
共
同
の
事
業
を
営
む
こ
と
を
約
す
る
こ
と
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
組
合
契
約
の
成
立
要
件
は
「
各
当
事
者
の
出
資
」
と
「
共
同
の
事
業
」
に
関
す
る
合
意
に
あ
る
が
、
同
条
同
項
は
組
合
契
約

(23) 

の
契
約
的
側
面
の
み
に
着
眼
し
た
嫌
い
が
あ
る
。
組
合
契
約
は
、
各
当
事
者
に
出
資
た
る
給
付
を
義
務
づ
け
る
契
約
で
あ
る
と
と
も
に
、

共
同
関
係

(
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)

た
る
民
法
上
の
組
合
を
設
立
す
る
行
為
で
も
あ
る
。
け
だ
し
、
共
同
の
事
業
を
営
む
た
め
に
は
共
同
関

出
資
を
し
て
共
同
事
業
を
営
む
の
は
、
何
ら
か
の
共
同
目
的
を
達
成
す
る
た
め
で
あ
る
。
民
法
上
の
組
合
の
目
的
は
営
利
・
非
営
利
を

問
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
紅
。
こ
の
よ
う
な
基
礎
的
目
標
た
る
共
同
目
的
（
団
体
目
的
と
し
て
の
目
的
）
を
達
成
す
る
た
め
に
営
む
具
体
的

な
事
業
（
事
業
目
的
と
し
て
の
目
的
）
が
民
六
六
七
条
一
項
に
い
う
共
同
の
事
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

1

組
合
に
お
け
る
「
共
同
の
事
業
」
と
団
体
目
的

m
組
合
に
お
け
る
事
業
の
共
同
性
の
意
義

る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

損
益
分
配
と
「
共
同
の
事
業
」

関
法

五
七
四

（
八
八
六
）



で
あ
る
。組

合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

財
産
関
係
の
共
同
性

2

事
業
の
共
同
性
を
構
成
す
る
要
素

五
七
五

共
同
の
事
業
（
事
業
目
的
）
は
営
利
事
業
で
あ
っ
て
も
公
益
な
い
し
非
営
利
事
業
で
あ
っ
て
も
よ
く
、
ま
た
、
継
続
的
な
も
の
で
あ
っ

て
も
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
要
す
る
に
、
事
業
内
容
は
問
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
共
同
の
事
業
」
と
い
う
民
法
上
の
糾

合
の
要
件
は
そ
の
共
同
性
に
こ
そ
重
点
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
組
合
契
約
に
お
け
る
「
共
同
の
事
業
」
（
民
法
六
六
七
条
一
項
）

の
共
同
性
、

つ
ま
り
、
事
業
へ
の
共
同
的
参
加
を
構

成
す
る
要
素
は
、
ま
ず
第
一
に
損
益
分
配
の
要
素
を
含
む
財
産
関
係
の
共
同
性
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
事
業
運
営
の
共
同
性
で
あ
る
。

組
合
に
お
け
る
事
業
の
共
同
性
に
お
け
る
損
益
分
配
の
要
素
（
利
益
分
配
の
要
素
・
損
失
分
担
の
要
素
）
に
関
し
て
は
す
で
に
述
べ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

一
般
化
す
れ
ば
、
財
産
関
係
の
共
同
性
の
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
損
益
分
配
に
向

け
て
財
産
関
係
の
共
同
性
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
共
同
の
事
業
を
行
う
た
め
の
共
同
の
財
産

（組
合
財
産
。
民
法
六
六
八
条
）

も
っ
と
も
、
財
産
関
係
の
共
同
の
た
め
に
共
同
財
産
の
形
成
が
必
ず
し
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
組
合
員
の
一
人
に
事

業
用
財
産
を
帰
属
さ
せ
、
損
益
分
配
の
た
め
の
共
同
計
算
の
み
が
あ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
内
的
組
合
が
こ
れ

に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
内
的
組
合
は
損
益
分
配
の
要
素
を
含
み
う
る
が
、
財
産
関
係
の
共
同
性
の
要
素
が
損
益
分
配
に
む
け
た
計
算
の
共

同
性
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
匿
名
組
合
に
も
損
益
分
配
の
た
め
の
計
算
の
共
同
性
の
要
素
が
あ
る
。

（八
八
七
）

の
形
成



は
業
務
執
行
者
の
過
半
数
（
二
項
）

で
決
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

第
五
九
巻
三
•
四
号

組
合
に
お
け
る
事
業
の
共
同
性
を
構
成
す
る
事
業
運
営
の
共
同
性
の
要
素
は
、
組
合
の
基
礎
的
事
項
お
よ
び
業
務
執
行
に
関
わ
る
も
の

組
合
員
相
互
の
法
律
関
係
な
い
し
共
同
事
業
の
た
め
の
団
体
的
規
律
の
変
更
（
組
合
の
基
礎
的
変
更
）

組
合
契
約
ま
た
は
法
律
に
別
の
定
め
が
な
い
か
ぎ
り
、
組
合
員
全
員
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
共
同
事
業
の
変
更
・
出
資
の

増
額
（
民
法
六
七
六
条

一
項
）
、
組
合
員
の
加
入
・
交
替
（
持
分
の
譲
渡
）
、
組
合
員
の
除
名
（
民
法
六
八

0
条
）
、
損
益
分
配
の
変
更

（
民
法
六
七
四
条
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
組
合
の
業
務
執
行
は
、
組
合
の
目
的

(
N
w
e
e
k
 
〔
独
〕
二
m
t

〔
仏
〕
）
を
達
成
す
る

た
め
に
、
組
合
契
約
で
定
め
ら
れ
た
共
同
の
事
業

(
G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
;
 objet)

を
営
む
に
あ
た
っ
て
の
具
体
的
な
活
動

(
T
a
t
i
g
k
e
i
t
;

(25) 

activite)

を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
業
務
執
行
に
は
、
内
部
的
業
務
執
行
と
対
外
的
業
務
執
行
が
あ
る
。
業
務
執
行
が
な
さ
れ
る
た
め
に

(26) 

は
、
組
合
に
お
い
て
そ
の
た
め
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
。
民
法
六
七
0
条
に
よ
れ
ば
、
業
務
執
行
は
組
合
員
の
過
半
数
（

一
項
）
ま
た

業
務
執
行
者
で
な
い
組
合
員
に
は
、
組
合
の
業
務
お
よ
び
組
合
財
産
の
状
況
の
検
木
且
権
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
の
検
査
権
は
、
組
合
契
約
の
要
素
で
あ
る
「
共
同
の
事
業
」
（
民
法
六
六
七
条
一
項
）

全
組
合
員
の
共
同
的
参
加
と
い
う
本
質
的
要
素
に
由
来
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
組
合
に
お
け
る
事
業
運
営
の
共
同
性
の
要
素
に
は
、
組
合
員
の
組
合
へ
の
関
与
の
程
度
に
応
じ
た
段
階
制
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
全
員
の
同
意
を
要
す
る
意
思
決
定
へ
の
参
加
（
た
と
え
ば
、
組
合
契
約
の
変
更
。
民
法
六
六
七
条
）

て
の
過
半
数
に
よ
る
意
思
決
定
へ
の
参
加
（
民
法
六
七

0
条
一
項
）
、
そ
し
て
業
務
執
行
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
最
低
限
の

で
あ
る
。

②
事
業
運
営
の
共
同
性

関
法

（
八
八
八
）

は
組
合
契
約
の
変
更
で
あ
り
、

に
い
う
共
同
性
、

五
七
六

つ
ま
り
、
組
合
の
事
業
へ
の

か
ら
、
業
務
執
行
に
つ
い

（
民
法
六
七
三
条）。



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

ま
た
は
、
節
約
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
共
同
事
業
に
財
産
ま
た
は
そ
の
労
務
を
出
資
す
る
こ
と
を
契
約
に
よ
り
合
意

し
た
数
人
の
者
に
よ
っ
て
、
設
立
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
そ
の
三
項
は
「
構
成
員
は
損
失
を
分
担
す
る
義
務
を
負
う
」
と
規
定
す
る
。

(28) 

つ
ま
り
、
会
社
・
組
合
の
成
立
要
件
は
、
①

二
人
以
上
の
構
成
員
（
法
律
の

こ
の
定
義
規
定
に
よ
れ
ば
、
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
、

定
め
が
あ
れ
ば

一
人
で
も
よ
い
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
三
二
条
二
項
）
‘
②
営
利
目
的
（
利
益
分
配
ま
た
は
節
約
の
利
益
の
享
受
と
い

う
団
体
目
的
）
‘
③
各
構
成
員
の
出
資
お
よ
び
④
損
失
分
担
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
伝
統
的
な
学
説
は
以
上
の
要
件
に
加
え
て
、

(affectio societatis "
 v
o
l
o
n
t
e
 d
e
 s

'a
s
s
o
c
i
e
r
)
 
AJ
い
ニ
つ
血
飢
今
心
J
も
士
{
4」
ム
云

ii
．
幻
g
ムロ

(societe)

Q
碑
而
曲
5
雨
女
宇
糸
で
j
4のス
3

レJ
紐
E
8
仇
ー
)
一
し
い

(29) 
る
。
こ
の
共
同
の
意
思
と
い
う
要
件
は
学
説
に
お
い
て
は

aff
ectio 
societatis
と
い
う
ラ
テ
ン
語
を
も
っ
て
表
記
す
る
の
が
一
般
的
で

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
三
二
条

一
項
は
「
ソ
シ
エ
テ

ー
ソ
シ
エ
テ

(societe
:
 会
社
・
組
合
）
の
定
義

wi
 

共
同
性
と
し
て
の
組
合
の
業
務
お
よ
び
財
産
状
況
の
検
査
権
（
民
法
六
七
三
条
。
匿
名
組
合
に
つ
き
商
法
五
三
九
条
）

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
営
利
を
目
的
と
す
る
組
合
型
団
体
に
お
け
る
事
業
の
共
同
性
に
は
、
損
益
分
配
の
要
素
に
向
け
ら
れ
た
財
産
関

(27
)
 

係
の
共
同
性

（共
同
計
算
↓
共
同
財
産
）
お
よ
び
事
業
運
営
の
共
同
性
の
要
素
を
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
損
益
分
配
と
「
共
同
の
意
思

(affectio
societatis)
」

③
事
業
の
共
同
性
を
構
成
す
る
要
素

(societe 
:
 会
社
・
組
合
）

五
七
七

で
あ
る
。

は
、
出
資
か
ら
生
じ
る
こ
と
あ
る
利
益
を
分
配
し
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
三
二
条
の
定
義
規
定
に
は
な
い
共
同
の
意
思

（八
八
九
）



る。
立
法
者
は
ま
た
、

会
社
・
組
合

(societe)

2
 

ロ
ー
マ
法
的
淵
源

の
要
件
と
し
て
の
共
同
の
意
思
が
、

前
述
の
現
行
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
三
二
条
は
一
九
七
八
年
と
一
九
八
五
年
の
二
度
の
改
正
を
経
て
い
る
が
、

時
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
三
二
条
も
ま
た
「
共
同
の
意
思
」
に
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、

(30) 

「
共
同
の
意
思
」
を
立
法
者
が
意
図
的
に
排
除
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

―
つ
に
は
、
法
典
を
接
し
や
す
く
読
み
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
に
ラ
テ
ン
語
を
排
除
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
。

形
式
的
な
理
由
に
よ
り
、
民
法
典
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
共
同
の
意
思

(affectio
societatis)

を
会
社
・
組
合

の
定
義
に
付
加
す
ぺ
き
だ
と
い
う
通
説
に
よ
る
現
行
法
の
解
釈
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ロ
ー
マ
法
が
多
く
の
契
約
の
基
礎
に
置
い
て
い
た
友
愛
や
信
義
と
い
っ
た
人
間
的
心
情
に
疑
義
を
抱
き
、
理
性
を
そ

な
え
た
人
間
を
法
な
い
し
権
利
の
主
体
と
し
て
措
定
し
た
と
さ
れ
る
。
婚
姻
が
愛
情
か
ら
の
行
為
で
な
く
契
約
で
あ
る
と
し
た
の
と
同
じ

よ
う
に
、
会
社
・
組
合
も
ま
た
友
愛
的
共
同

(fraternite)

こ
の
よ
う
に
し
て
、
共
同
の
意
思

(affectio
societatis) 

(1) 

「
共
同
の
意
思

(affectio
societatis)
」

あ
る
。

関
法
第
五
九
巻
―

―
―
•
四
号

に
も
と
づ
く
行
為
で
は
な
く
単
な
る
契
約
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ

フ
ラ
ン
ス
語
の

v
o
l
o
n
t
e
d
e
 s

'a
s
s
o
c
i
e
r
 
(
お
互
い
を
結
び
つ
け
る
意
思
）

の
意
思
の
要
件
は
現
在
で
も
な
お
ラ
テ
ン
語
aff
ectio societatis
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（八
九

0
)

ロ
ー
マ
法
以
来
の
伝
統
的
要
件
で
あ
る

ラ
テ
ン
語
で

affectio
societatis
と
一
般
に
表
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う

に
つ
い
て
は
、
定
義
規
定
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
三
二
条
も
含
め

五
七
八

つ
ま
り
、

一
八

0
四
年
の
制
定
当

へ
の
言
い
換
え
も
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
共
同



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

対
応
す
る
）
。
そ
の
論
理
は
、

会
社
・
組
合

(societe)

(2) 
て
、
法
律
上
こ
れ
に
言
及
す
る
明
文
の
定
め
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
の
意
思

(affectio
societatis)

を
意
思
的
構
成

(31) 

要
素
な
い
し
主
観
的
構
成
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
が
通
説
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
法
に
依
拠
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
会
社
・
組
合
契
約

(
c
o
n
t
r
a
t
d
e
 societe) 

事
者
の
利
益
の
対
立
と
相
互
的
な
給
付
に
基
礎
を
お
く
厳
格
な
意
味
で
の
契
約
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
構
成
員
間
に
存
在

す
る
利
益
の
共
同
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
会
社
・
組
合
契
約
は
兄
弟
的
友
愛
の
法

(jus
fraternitatis 
"
 dr
o
i
t
 fraternal) 

こ
の
こ
と
か
ら
、
構
成
員
間
の
平
等
の
原
則
が
帰
結
さ
れ
、

l
e
o
n
i
n
a
)
 
は
禁
止
さ
れ
る
。
現
代
的
に
は
、
共
同
の
意
思

(affectio
societatis 
"
 v
o
l
o
n
t
e
 d
e
 s

'a
s
s
o
c
i
e
r
)
 

成
員
を
兄
弟
間
に
見
ら
れ
る
自
然
の
結
び
つ
き
と
同
じ
よ
う
に
互
い
に
結
び
つ
け
る

(32) 
る
。

共
同
の
意
思

(affectio
societatis) 

の
を
排
除
す
る
機
能
を
果
た
す
（
仮
装
会
社
〔
s
o
c
i
e
t
e
fictive〕

五
七
九

は
、
当

ま
た
、
構
成
員
の
一
人
が
利
益
を
独
占
す
る
獅
子
組
合

(societas

の
機
能
と
そ
の
基
礎
的
内
容

の
構
成
要
素
で
あ
る
共
同
の
意
思

(affectio
societatis) 

と
は
、
他
人
で
あ
る
構

は
た
と
え
ば
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
会
社
・
紺
合

は
成
立
し
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
用
い
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
言
説
は
、
会
社
・
組
合
と
し
て
外
見
上
は
成
立
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
も

の
法
理
。
仮
装
会
社
の
法
理
は
わ
が
国
で
い
う
法
人
格
否
認
の
法
理
に

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
三
二
条
の
要
件
を
充
足
し
て
は
い
る
が
、
共
同
の
意
思
の
要
素
を
欠
く
た
め
に
、

(33) 

会
社
・
組
合
と
は
い
え
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

反
対
に
、
共
同
の
意
思
は
当
事
者
の
明
示
的
意
思
に
基
づ
か
な
い
会
社
・
組
合
を
承
認
す
る
た
め
の
道
具
で
も
あ
る
。
事
実
上
設
立
さ

（
八
九
一
）

(s a
s
s
o
c
i
e
r
)

心
理
的
な
動
因
を
表
す
も
の
で
あ

に
属
す
る
。



れ
た
会
社

(societe
c
r
e
e
e
 d
e
 fait)

が
こ
れ
に
あ
た
る
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
七
三
条
に
よ
れ
ば
、
法
人
格
の
な
い
組
合

(s
o
c
i
e
t
e

ふ
）

e
n
 p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 :
 わ
が
国
に
お
け
る
匿
名
組
合
な
い
し
民
法
上
の
組
合
に
対
応
）
に
関
す
る
民
法
典
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
た
と
え
ば
、
内
縁
関
係
中
の
事
業
に
つ
き
内
縁
関
係
解
消
後
、
配
偶
者
の

一
方
が
他
方
に
対
し
、
組
合
関
係
の
消
算
と
い
う
か
た

(35
)
 

ち
で
、
財
産
の
分
配
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
会
社
・
組
合

(societe)

(p
r
e
t
 participatif 
:
 
北
ハ
笛
升
的
ば
消
碑
只
岱
只
皿
旧
）

に
属
す
る
法
人
格
の
な
い
組
合

(societe
e
n
 participation)

を
利
益
参
加
型
の
消
費
貸
借
契
約

(36
)
 

や
労
働
契
約
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
抽
象
的
論
理
で
も
あ
る
。

共
同
の
意
思

(aff
ectio societatis) 

成
員
が
会
社
・
組
合
に
参
加
す
る
意
思
、

す
な
わ
ち
、
会
社
・
組
合
に
お
け
る
共
同
の
意
思
と
は
、
各
構
成
員
が
平
等
の
立
場
で
会
社
・
組
合
に
共
同
的
に
関
与
す
る
こ
と
を
い
い
、

し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
構
成
員
が
出
資
お
よ
び
損
失
分
担
を
な
し
、
ま
た
、
利
益
配
当
に
あ
ず
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
い
う
。

し
か
し
、
会
社
・
組
合

(s
o
c
i
e
t
e
)

）
 

．
．
 

e
n
 p
a
r
t
1
c
1
p
a
t
1
0
n
 

ま
で
が
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
団
体
へ
の
共
同
的
参
加
•
関
与
の
度
合
い
と
そ
れ
に
関
す
る
主
観
的
意
思
の
程

度
の
振
幅
は
大
き
い
の
で
、
す
べ
て
の
会
社
・
組
合
に
共
通
し
た
内
容
の
共
同
の
意
思

(affectio
societatis)

を
措
定
す
る
の
は
困
難

(38
)
 

で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

(39
)
 

さ
ら
に
は
、
共
同
の
意
思
と
い
う
民
法
典
の
定
義
規
定
に
な
い
概
念
を
用
い
る
必
要
は
な
い
と
す
る
学
説
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の

内
容
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
共
同
の
意
思
が
当
事
者
に
あ
る
か
否
か
は
、
当
事
者
の
実
際
の
活
動
か
ら
事
後
的
に
判
断
さ

れ
、
結
局
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
三
二
条
の
定
め
る
会
社
・
組
合

(societe)

関
法
第
五
九
巻

三
•
四
号

の
構
成
要
素
の
有
無
の
判
断
に
揺
着
す
る
か
ら

に
は
こ
う
し
た
多
様
な
機
能
が
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
共
通
の
内
容
は
、
構

(37
)
 

つ
ま
り
、
会
社
・
組
合
契
約
に
対
す
る
構
成
員
の
同
意
な
い
し
合
意
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

に
は
、
株
式
会
社
か
ら
、
合
名
会
社
や
民
事
会
社
、
さ
ら
に
は
法
人
格
の
な
い
組
合

(s
o
c
i
e
t
e

五
八
〇

（八
九
二）



3
 

組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

①
損
益
分
配
の
平
等
性
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
四
四
条
の
一
第
一
項
）

し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
組
合
型
団
体

(societes
d
e
 p
e
r
s
o
n
n
e
s
)

に
限
っ
て
い
え
ば
、
共
同
の
意
思

(affectio
societatis) 

(40) 

の
内
容
を
法
的
に
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
具
体
的
に
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
の
意
思
（
前
述
の
、
平
等
性
に
も
と

づ
く
運
営
へ
の
参
加
、
出
資
お
よ
び
損
益
分
配
）

か
ら
、
と
く
に
兄
弟
友
愛
的
精
神

(jus
fraternitatis) 

つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の
法
規
範
を
正
統
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、

一
部
の
者
だ
け
が
利
益
の
全
部
を
受
け
、
ま
た
は
、
損
失
分
担
の
全
部
を
免
れ
る
条
項
）

条
の
一
第
二
項）

。
第
二
に
、
構
成
員
間
に
会
社
・
組
合
の
運
営
を
麻
痺
さ
せ
る
ほ
ど
重
大
な
不
和
が
生
じ
た
場
合
に
こ
れ
を
正
当
の
理

由
と
す
る
会
社
・
組
合
の
解
散
で
あ
る

（
同
一
八
四
四
条
の
七
第
五
号
）
。

損
益
分
配
と
「
共
同
の
意
思

(affectio
societatis)
」

右
に
挙
げ
た
二
点
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
関
心
に
沿
っ
て
、

(41) 

の
禁
止
の
点
に
絞
っ
て
、
そ
れ
に
関
す
る
議
論
を
見
て
み
よ
う
。

と
し
て
、

③
組
合
型
団
体
と
共
同
の
意
思

で
あ
る
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

五
八

の
禁
止
で
あ
る

フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
四
四
条
の

一
が
定
め
て
い
る
獅
子
組
合
条
項

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
四
四
条
の
一
第

一
項
は
そ
の
前
半
部
分
で
、
会
社
・
組
合

(societe)

に
お
け
る
各
構
成
員
の
損
益
分
配
の
割

り
当
て
は
会
社
・
組
合
資
本
中
の
持
分
に
比
例
し
て
定
ま
る
も
の
と
し
て
い
る
。
資
本
中
の
持
分

(part
clans le 
capital 
social) 

（八
九
三）

と

（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
四
四

い
わ
ゆ
る
獅
子
組
合
条
項

(
c
l
a
u
s
e
l
e
o
n
i
n
e
 

に
も
と
づ
く
平
等
性
を
中
核



い
う
会
社
・
組
合
の
本
質
に
惇
る
か
ら
で
あ
る
。

(2) 

第
五
九
巻
―

―
-
•
四
号

は
出
資

(
a
p
p
o
r
t
)

の
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
損
益
分
配
は
出
資
額
の
割
合
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
わ
が
国
の
民
法
六
七
四
条

一

同
条
一
項
の
損
益
分
配
が
出
資
割
合
に
従
う
と
い
う
部
分
は
、

）
 

法

(Jus
f
r
a
t
e
r
m
t
a
t
1
s
 

ロ
ー
マ
法
の
考
え
方
に
由
来
す
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
兄
弟
友
愛
の

に
基
づ
く
利
益
と
損
失
の
共
同

(
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
lucri 
et 
d
a
m
n
i
)
 

益
分
配
が
出
資
割
合
に
応
じ
る
こ
と
は
平
等
性
に
適
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
条

一
項
が
そ
の
後
半
部
分
で
、
労
務
出
資
者
の
損
益

分
配
の
割
合
が
価
額
の
最
も
少
な
い
金
銭
ま
た
は
現
物
出
資
を
な
し
た
者
と
同
じ
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
の
は
、
平
等
性
の
観
点
か
ら
は

不
十
分
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
労
務
出
資
者
も
含
め
た
構
成
員
の
全
員
に
利
益
分
配
、
そ

し
て
損
失
分
担
が
な
さ
れ
る
と
い
う
点
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

損
益
分
配
が
出
資
割
合
に
応
じ
る
と
い
う
同
条
一
項
の
規
定
は
、
同
条
一
項
自
体
が
明
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
強
行
規
定
で
は
な

い
。
損
益
分
配
の
平
等
性
を
破
る
よ
う
な
反
対
の
条
項
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
従
う
。

獅
子
組
合
条
項
の
禁
止
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
四
四
条
の

一
第
二
項
）

）
 

思

(affect10 soc1etat1s 

項
と
同
旨
に
帰
着
す
る
。

関
法

（
八
九
四
）

で
あ
り
、
平
等
性
が
要
求
さ
れ
る
。
損

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
損
益
分
配
を
定
め
る
条
項
に
は
法
律
上
の
制
限
が
あ
る
。
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
四
四
条
の
一
第
二
項

の
定
め
る
獅
子
組
合
条
項
の
禁
止
で
あ
る
。
同
条
同
項
に
よ
れ
ば
、
構
成
員
の
一
人
に
利
益
の
全
部
を
割
り
当
て
る
こ
と
、
ま
た
は
、
構

成
員
の
一
人
に
利
益
を
全
く
与
え
な
い
こ
と
を
定
め
る
条
項
は
書
か
れ
ざ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
か
か
る
条
項
が
共
同
の
意

と
通
底
し
、
同
条

一
項
の
趣
旨
で
も
あ
る
兄
弟
友
愛
的
精
神

(jus
fraternitatis)

に
も
と
づ
く
平
等
性
と

五
八



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

一
八
三
六
条
二
項
は
構
成
員
の
同
意
な
き
出
資
増

フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
四
四
条
の

一
第
二
項
は
損
失
分
担
に
つ
い
て
も
同
様
の
法
律
上
の
禁
止
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
員

の

一
人
を
損
失
の
全
部
か
ら
排
除
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
損
失
の
全
部
を
構
成
員
の

一
人
の
負
担
と
す
る
こ
と
を
定
め
る
条
項
も
書
か
れ

ざ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

一
部
の
者
だ
け
が
利
益
を
受
け
る
条
項
が
ロ
ー
マ
法
以
来
の
本
来
的
な
獅
子
組
合
条
項
で
あ
る
が
、
同
条
同

一
部
の
者
が
損
失
分
担
を
全
く
免
れ
る
条
項
も
ま
た
、
前
述
の
会
社
・
組

る
条
項
を
無
効
と
す
る
。
こ
こ
に
お
け
る
損
失
分
担
に
い
う
損
失
の
意
味
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
の
文
脈
か
ら
は
、
債
務
超
過
分
の
損
失

の
み
な
ら
ず
、
出
資
総
額
の
減
少
分
の
損
失
を
も
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
構
成
員
に
よ
る
損
失
の
分
担
と
債
務
の
負
担
は
異
な
る
。
債
務
の
負
担
は
会
社
・
組
合
の
債
権
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
有
限
責
任
か
無
限
責
任
で
あ
る
か
は
会
社
・
組
合
の
法
形
式
ご
と
に
法
律
で
強
行
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
損

失
の
分
担
は
構
成
員
間
の
問
題
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
三
二
条
（
会
社
・
組
合
の
定
義
規
定
）
お
よ
び
一
八
四
四
条
の

一
第
二

項

（獅
子
組
合
条
項
の
禁
止
）
か
ら
は
構
成
員
の
必
須
的
損
失
分
担
が
導
か
れ
る
が
、

額
の
禁
止
を
定
め
て
い
る
の
で
、
損
失
分
担
は
原
則
と
し
て
会
社
・
組
合
の
継
続
中
で
は
な
く
、
解
散
後
の
消
算
の

一
貫
と
し
て
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
損
失
は
解
散
ま
で
は
計
算
上
の
も
の
で
あ
り
、
清
算
時
に
自
已
の
損
失
分
担
分
を
超
え
て
損
失
を
負
担
し

(42
)
 

た
構
成
員
が
他
の
構
成
員
に
対
し
求
償
す
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
三
二
条
は
構
成
員
の
損
失
分
担
義
務
を
定
め
、

③
損
失
分
担
に
い
う
損
失
の
意
味

合
の
本
質
に
倖
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

項
は
獅
子
組
合
条
項
の
意
味
内
容
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
八
三

（八
九
五
）

一
八
四
四
条
の

一
第
二
項
は
損
失
分
担
義
務
を
完
全
に
免
除
す



4
 (1) か

か
る
見
解
を
基
礎
に
す
れ
ば
、
損
失
分
担
の
リ
ス
ク
に
段
階
に
応
じ
て
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
消
費
貸
借
か
ら
、
共
算
的
消
費

貸
借

(p
r
e
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
f
 
:
 利
益
参
加
型
消
費
貸
借
）
を
経
て
、
組
合
型
団
体

(s
o
c
i
e
t
e
s
d
e
 p
e
r
s
o
n
n
e
s
)
 

る
で
あ
ろ
う
。

比
較
法
と
次
節
へ
の
架
橋

フ
ラ
ン
ス
団
体
法
体
系
に
お
け
る
会
社
・
組
合

(s
o
c
i
e
t
e
)

で
あ
る
。

合
の
射
倖
的
性
格
と
報
償
的
性
格
を
前
提
と
し
て
、

お
よ
び
損
失
分
担

（三
項
）
が
必
須
の
要
素
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
当
事
者
の

s
o
c
i
e
t
a
 tis)
」
が
主
観
的
要
素
と
し
て
解
釈
上
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
「
共
同
の
意
思
」
は
友
愛
的
精
神
に
よ
る
平
等
性
に
も
と
づ
く

事
業
運
営
お
よ
び
出
資
・
損
益
分
配
へ
の
共
同
的
参
加
に
向
け
ら
れ
た
意
思
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
精
神
は
、
損
益
分

配
の
平
等
性
お
よ
び
獅
子
組
合
条
項
の
禁
止
を
定
め
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
四
四
条
の

一
条
の
趣
旨
と
通
底
す
る
。

損
益
分
配
に
つ
い
て
は
、
会
社
な
い
し
組
合
契
約

(c
o
n
t
r
a
t
d
e
 s
o
c
i
e
t
e
)
 

失
が
出
た
と
き
に
損
失
を
分
担
す
る
か
ら
こ
そ
、
利
益
が
出
た
と
き
に
利
益
の
分
配
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
会
社
・
組

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
会
社
・
組
合

(
s
o
c
i
e
t
e
)

以
上
の
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
お
よ
び
そ
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
損
益
分
配
の
要
素
が
共
同
性
と
の
連
関
の
中
で
把
握
さ
れ
て
い

④

損
益
分
配
と
共
同
性
の
連
関

関
法

第
五
九
巻

三
•
四
号

へ
の
連
な
り
が
想
定
さ
れ

の
定
義
規
定
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
三
二
条
に
お
い
て
利
益
分
配

（一

項）

(43
)
 

に
射
幸
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
構
成
員
は
損

フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
三
二
条
三
項
が
構
成
員
の
損
失
分
担
義
務
を
定
め
て
い
る
の

五
八
四

「
共
同
の
意
思

(a
f
f
e
c
t
i
o

（八
九
六）



る。 広
い
。

な
い

シ
エ
テ

シ
エ
テ

civile〕

（
組
合
）

テ

組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

し
た
が
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
法
上
の
法
人
格
の
な
い
ソ
シ
エ
テ

②
組
合
の
要
素
と
し
て
の
利
益
分
配

（
会
社
・
組
合
）

五
八
五

は
登
記
の
有
無
に
よ
り
、
法
人
格
の
あ
る
も
の

フ
ラ
ン
ス
団
体
法
は
人
の
団
体

(
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
d
e
 p
e
r
s
o
n
n
e
s
)

を
団
体
目
的

(
b
u
t
;
finalite) 

〔s
o
c
i
e
t
e

〕
~
会
社
・
糾
合
）
と
非
営
利
団
体
（
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン

〔a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n

〕
~
北
介
痒
呂
5切
叶
広
人
）

(
p
a
r
t
e
g
e
r
 le 
b
e
n
e
f
i
c
e
)

ま
た
は
節
約
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン

に
分
け
ら
れ

．、

〔

s
o
c
1
e
t
e

に
区
分
す
る
。
す
な
わ
ち
、

(profiter d
e
 

l
'
e
c
o
n
o
m
i
e
)

を
目
的
と
し
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
三
二
条

一
項）、

(44) 

（
非
営
利
団
体
契
約
法
一
条
）
。
こ
れ
は
、
会
社
法
お
よ
び
一
般
社
団
•
財
団
法
人
法
を
基
本
的
法
律
と
し
て
、
剰
余
金
の
分
配
可

能
性
を
規
準
に
法
人
を
営
利
法
人
と
非
営
利
法
人
に
区
分
す
る
わ
が
国
の
法
人
法
体
系
に
酷
似
す
る
。
も
っ
と
も
、

フ
ラ
ン
ス
法
上
の
ソ

は
利
益
分
配
の
み
な
ら
ず
節
約
利
益
の
享
受
を
目
的
と
し
う
る
か
ら
、
営
利
概
念
が
わ
が
国
の
そ
れ
よ
り
若
干

フ
ラ
ン
ス
法
上
の
ソ
シ
エ
テ

（
会
社
・
組
合
）

お
よ
び
商
事
会
社
〔
s
o
c
i
e
t
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
〕）

と
法
人
格
の
な
い
も
の

(societe e
n
 p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 :
 ~
4
口
）

ド
イ
ツ
法
上
の
民
法
上
の
組
合

(
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
d
e
s
 b
l
i
r
g
e
r
l
i
c
h
e
n
 R
e
c
h
t
s
)
 

（
会
社
・
紺
合
）
が
利
益
を
分
配
す
る
こ
と

（
会
社
。
民
事
会
社

(45) 

（
組
合
〔
s
o
c
i
e
t
e
e
n
 p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
〕）

は
定
義
上
つ
ね
に
営
利
を
目
的

と
す
る
。
こ
の
点
は
、
わ
が
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
と
大
き
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
営
利
を
つ
ね
に
目
的
と
す
る
法
人
格
の
な
い
ソ
シ
エ
テ

は
、
わ
が
国
の
匿
名
組
合
お
よ
び
民
法
上
の
組
合
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
民
法
上
の
組
合
、
そ
し
て

は
そ
の
目
的
が
営
利
目
的
に
限
定
さ
れ
な
い
。

（
非
営
利
法
人
）

（八
九
七
）

は
利
益
分
配
を
目
的
と
し ソ

に
応
じ
て
営
利
団
体
（
ソ
シ
ェ



の
問
題
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
）
。

合
の
要
件
で
は
な
い
と
し
て
い
る
（
利
益
分
配
以
外
の
何
ら
か
の
利
益
が
構
成
員
に
あ
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
か
ら
、
営
利
目
的
の
語
義

第
五
九
巻
―

―
-
•
四
号

イ
ツ
民
法
典
七

0
五
条
）
。
利
益
分
配
で
は
な
く
、
「
共
同
の
事
業
」

（八
九
八
）

わ
が
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
利
益
分
配
を
目
的
と
し
な
い
民
法
上
の
組
合
が
存
在
し
う
る
。
民
法
上
の
組
合
の
定
義
規
定
に

（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
三
二
条
一
項
に
対
す
る
わ
が
国
の
民
法
六
六
七
条
一
項
お
よ
び
ド

（民
法
六
六
七
条
一
項
）
あ
る
い
は
「
共
同
の
目
的

(
g
e
m
e
i
n
,
 

s
a
m
e
r
 Z
w
e
c
k
)
」
（
ド
イ
ツ
民
法
典
七

0
五
条
）
が
紺
合
の
成
立
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
事
業
ま
た
は
目
的
の
共
同
性

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
共
同
の
意
思

(affectio
societatis)
」
に
関
す
る
議
論
は
こ
の
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
。
利
益
分
配
を
会

社
・
組
合
の
定
義
規
定

（フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
三
二
条
一
項
）
に
と
り
込
み
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
別
に
共
同
の
意
思
を
法
文
に
な
い

要
件
と
し
て
付
加
し
、
そ
の
意
味
内
容
を
各
構
成
員
の
運
営
・
出
資
・
損
益
分
配
へ
の
共
同
的
参
加
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
再
び
利
益
分

す
な
わ
ち
、
「
共
同
の
事
業
」
「
共
同
の
目
的
」
「
共
同
の
意
思
」
に
見
ら
れ
る
共
同
性
は
、
組
合
型
団
体
を
基
礎
づ
け
る
本
質
的
要
素

を
な
し
、
利
益
分
配
は
そ
れ
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
、
常
素
と
は
い
え
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
営
利
を
目
的
と
す
る
組
合
で
は
営
利
を
目
的
と
す
る
が
ゆ
え
に
利
益
分
配
の
要
素
が
必
ず
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
れ
に
対

し
て
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
在
の
通
説
は
つ
ぎ
に
見
る
よ
う
に
、
営
利
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
利
益
分
配
は
民
法
上
の
組

配
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
、
利
益
分
配
の
要
素
が
昇
華
さ
れ
、

一
般
化
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

利
益
分
配
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

関
法

五
八
六



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

共
同
の
目
的
に
お
け
る
共
同
性
は
、
ま
ず
、
各
組
合
員
の
義
務
が
共
通
の
団
体
目
的
の
達
成
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

売
買
の
よ
う
な
当
事
者
の
利
害
対
立
を
前
提
と
す
る
給
付
交
換
契
約
と
は
異
な
る
。

②
共
同
の
目
的
に
お
け
る
共
同
性

(g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
r
 Z
w
e
c
k
)
 

五
八
七

の
執
行
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
「
共
同
の
目
的

(
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
r
Z
w
e
c
k
)
」

組
合
型
団
体
に
お
け
る
「
共
同
の
目
的
」
の
共
同
性

(47) 

最
初
に
、
現
在
の
通
説
的
見
解
に
従
っ
て
、
組
合
型
団
体

(P
e
r
s
o
n
e
n
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)

に
お
け
る
「
共
同
の
目
的

(
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
r

ド
イ
ツ
民
法
典
七

0
五
条
に
よ
れ
ば
「
組
合
契
約
に
よ
り
、
各
組
合
員
は
契
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
方
法
で
共
同
の
目
的

必
要
な
も
の
で
あ
る
。

の
達
成
を
推
進
す
る
こ
と
、
と
く
に
合
意
さ
れ
た
出
資
を
履
行
す
る
こ
と
に
相
互
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
」。

こ
こ
に
い
う
共
同
の
目
的
と
は
、
営
利
目
的
な
ど
の
組
合
型
団
体
の
基
礎
的
目
標
と
し
て
の
団
体
目
的

(
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
s
z
w
e
c
k
)

を
い

い
、
具
体
的
な
事
業

(
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
s
g
e
g
e
n
s
t
a
n
d
:
 事
業
目
的
）

か
か
る
共
同
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
各
組
合
員
に
は
共
同
目
的
達
成
の
推
進
義
務

(
F
o
r
d
e
r
u
n
g
s
p
f
l
i
c
h
t
)

が
あ
る
。
こ
の
義
務

の
基
本
的
か
つ
最
小
限
の
も
の
は
出
資
義
務
で
あ
る
。

①
共
同
の
目
的
と
そ
の
推
進
義
務

Z
w
e
c
k
)
」
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。

ー

＞
 

つ
ま
り
、
出
資
は
事
業
執
行
と
そ
れ
に
よ
る
共
同
目
的
の
達
成
の
た
め
に
最
低
限

（八
九
九
）



2
 田

団
体
の
定
義
の
中
の
「
共
同
の
目
的
」

「
共
同
の
目
的
」
の
意
義

象
的
な
利
益
を
構
成
員
が
受
け
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
。

す
る
組
合
員
が
存
在
し
う
る
。

れ
が
援
用
さ
れ
て
い
る

財
産
的
な
共
同
性
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ま
ず
、
共
同
目
的
達
成
の
推
進
義
務
と
し
て
の
出
資
義
務
で
あ
る
。
出
資
を
す
れ
ば
最
低
限
度

の
推
進
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
組
合
契
約
に
よ
り
損
失
分
担
義
務
は
組
合
員
の
一
部
に
つ
き
排
除
し
う
る
。
匿
名
組
合
に

関
す
る
商
法
二
三

一
条
二
項
に
お
い
て
、
匿
名
組
合
員
が
損
失
を
分
担
し
な
い
こ
と
を
組
合
契
約
で
定
め
う
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

（
後
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
匿
名
組
合
は
民
法
上
の
組
合
の
特
殊
の
形
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
。

こ
こ
に
い
う
損
失
は
出
資
額
の
減
少
の
意
味
を
含
む
。
つ
ま
り
、
損
失
分
担
が
す
べ
て
免
除
さ
れ
て
、
出
資
全
額
の
返
還
請
求
権
を
有

利
益
分
配
に
つ
い
て
は
、
営
利
目
的
の
場
合
に
、
従
前
の
通
説
は
共
同
性
の
観
点
か
ら
必
須
の
も
の
と
解
し
て
い
た

止
。
次
述
）
が
、
現
在
の
通
説
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。
事
業
運
営
の
成
果
に
つ
き
、
利
益
分
配
で
は
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
精
神
的
・
抽

③
共
同
の
目
的
と
損
益
分
配

そ
し
て
、
財
産
的
な
共
同
性
で
あ
る
。

第
五
九
巻

三

•
四
号

つ
ぎ
に
、
事
業
運
営
へ
の
共
同
的
参
加
権

(
M
i
t
w
i
r
k
u
n
g
s
r
e
c
h
t
)

ツ
民
法
典
七

0
九
条
）

関
法

で
あ
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、
共
同
的
な
事
業
執
行
権
限

（ド
イ

や
事
業
執
行
者
が
定
め
ら
れ
た
場
合
の
監
督
権
（
ド
イ
ツ
民
法
典
七

一
六
条
）
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

五
八
八

（九
0
0
)

（
獅
子
組
合
の
禁



(2) 

組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

団
体

(
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
:
 ~
 ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
）
と
は
、
特
定
の
共
同
目
的
達
成
の
た
め
に
法
律
行
為
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
私
法
上
の
人

(48) 

の
結
合
体
を
い
う
。
こ
の
団
体
（
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
）

び
匿
名
組
合

(stille
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)
 

(49
)
 

s
c
h
a
f
t
)

ま
で
を
広
く
含
む
。
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
法

(
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
s
r
e
c
h
t
)
 

か
ら
登
記
済
み
社
団
法
人

(
e
i
n
g
e
t
r
a
g
e
n
e
r

V
 er
e
i
n
)
 

「
共
同
の
目
的
」
が
な
け
れ
ば
団
体

(
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)

の
目
的
」
に
い
う
共
同
性

(
G
e
m
e
i
n
s
a
m
k
e
i
t
)

z
w
e
c
k〕

）

の
意
義
も
ま
た
定
義
上
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

の
問
題
に
解
消
さ
れ
、
「
共
同
の
目
的
」

五
八
九

（九
0
1
)

の
概
念
は
民
法
上
の
組
合

(
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
d
e
s
 b
t
i
r
g
e
r
l
i
c
h
e
n
 R
e
c
h
t
s
)
 お
よ

と
は
会
社
法
ま
た
は
組
合
法
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
共
同
の
目
的
」

の
意
義
、
お
よ
び
、
「
共
同

〔

G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
ts ,
 

の
共
同
性
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
会
社
運
営
へ
の
関
与
や
利
益
配
当
に
つ
い
て
は
、

(50
)
 

個
々
の
法
律
上
の
規
定
の
解
釈
が
問
題
と
な
り
、
共
同
性
自
体
に
つ
い
て
は
議
論
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

「
共
同
の
目
的
」
が
定
義
中
の
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
の
は
、
法
人
格
の
な
い
団
体
で
あ
る
組
合
型
団
体

(
P
e
r
s
o
n
e
n
g
e
,
 

s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)
 

で
あ
る
。
組
合
型
団
体
は
民
法
上
の
組
合
を
基
礎
類
型
と
し
、
合
名
会
社

(off
e
n
e
 H
a
n
d
e
l
s
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)
、
合
資
会
社

(51
)
 

(
K
o
m
m
a
n
d
i
 tg
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
 t)

お
よ
び
匿
名
組
合
を
含
む
。
民
法
上
の
組
合
の
定
義
規
定
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
法
典
七

0
五
条
は
ま
さ
に

「
共
同
の
目
的
」
を
要
件
と
し
て
定
め
て
い
る
。
「
共
同
の
目
的
」
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
民
法
上
の
組
合
で
は
な
い
。

従
前
の
通
説
に
よ
る
共
同
性
の
意
義

2
 

ド
イ
ツ
の
従
前
の
通
駆
に
よ
れ
ば
、
「
共
同
の
目
的
」
に
お
け
る
共
同
性
は
、
追
求
さ
れ
る
べ
き
目
的
が
全
構
成
員
に
と
っ
て
共
通
の

株
式
会
社
な
ど
法
人
格
を
有
す
る
団
体
に
あ
っ
て
は
、

「
共
同
の
目
的
」
は
法
人
の
目
的

（法
人
の
団
体
目
的

く
、
団
体
法
全
般
を
意
味
す
る
。

お
よ
び
株
式
会
社

(A
k
t
i
e
n
g
e
s
e
l
l
,
 



③
従
前
の
通
説
に
対
す
る
批
判

第
五
九
巻
三
•
四
号

一
般
に
は
出
資
義
務
の
み
で
も
共
同
目
的
の
推
進
義
務
と

も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
目
的
（
た
と
え
ば
、
営
利
目
的
）
に
全
構
成
員
が
共
同
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
利
益
に
つ
い
て
も
全
構
成
員
が
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
全
構
成
員
に
よ
る
共
同
的
参
加
の
義
務
的
側
面
に

は
ド
イ
ツ
民
法
典
七
0
五
条
の
定
め
る
共
同
目
的
達
成
の
推
進
義
務

(
F
o
r
d
e
r
u
n
g
s
p
f
l
i
c
h
t
)
、
と
く
に
出
資
義
務
が
あ
る
。

利
益
へ
の
参
加
か
ら
排
除
さ
れ
る
構
成
員
が
存
在
す
る
い
わ
ゆ
る
獅
子
組
合

(
s
o
c
i
e
t
a
s
l
e
o
n
i
n
a
)
 

く
共
同
性
を
欠
く
が
ゆ
え
に
、
民
法
上
の
組
合
で
は
な
い
。

利
益
へ
の
共
同
的
参
加
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ず
、
成
果
の
す
ぺ
て
へ
の
共
同
的
参
加
と
い
う
意
味
か
ら
、
損
失
に
つ
い

(53) 

て
も
共
同
的
に
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、

し
て
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
損
失
分
担
を
も
共
同
性
の
要
素
と
す
る
見
解
は
少
数
説
に
と
ど
ま
る
。

共
同
性
に
関
す
る
従
前
の
通
説
に
対
し
て
は
、
ま
ず
、
売
買
な
ど
の
給
付
交
換
契
約
と
組
合
契
約
の
相
違
と
い
う
観
点
か
ら
、
共
同
性

(54) 

を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
た
。
組
合
契
約
で
は
、
給
付
交
換
契
約
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
当
事
者
の
利
益
の
対
立
が
な
く
、

各
当
事
者
の
利
益
が
目
的
達
成
と
い
う
同

一
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
目
的
の
共
同
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
よ
い

の
で
あ
っ
て
、
成
果
へ
の
共
同
的
参
加
の
あ
り
方
も
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
損
失
分
担
の
み
な
ら
ず
、
利
益

(55) 

分
配
も
ま
た
共
同
性
に
必
須
の
要
素
で
は
な
い
。

さ
ら
に
進
ん
だ
観
点
か
ら
の
批
判
と
し
て
、
共
同
の
目
的
と
は
、
当
事
者
間
の
共
同
な
い
し
共
通
の
目
的
で
は
な
く
、
当
事
者
に
よ
り

(56
)
 

設
定
さ
れ
た
共
同
関
係
な
い
し
共
同
的
組
織
の
超
個
人
的
な

(i.iberindividuell)

目
的
を
い
う
と
す
る
学
説
が
出
て
き
た
。
共
同
の
目

関
法

（九
0
二）

は
、
利
益
へ
の
共
同
的
参
加
が
な

五
九
〇



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

も
の
が
存
在
し
う
る

①
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
内
的
組
合
の
概
念

3

組
合
と
消
費
貸
借
I

1

損
失
分
担
の
要
素
の
意
義
ーー

的
は
共
同
的
組
織
の
基
礎
で
あ
り
、
団
体
目
的

(
Ve
r
b
a
n
d
s
z
w
e
c
k
 ;
 G

e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
 t
s
z
w
e
c
k
)
 

五
九

（九
0
三）

と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
、

構
成
員
個
人
に
関
し
て
い
え
ば
、
共
同
的
組
織
に
お
け
る
構
成
員
の
法
的
地
位

(
M
i
t
g
l
i
e
d
s
c
h
a
f
t
)

こ
そ
が
問
題
と
な
り
、
損
益
分
配

(57) 

等
に
関
す
る
権
利
義
務
は
構
成
員
た
る
地
位
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

組
合
に
お
け
る
共
同
の
目
的
（
団
体
目
的
）
が
組
合
契
約
に
お
い
て
、
客
観
的
に
は
そ
の
対
象
と
し
て
共
同
の
事
業
（
事
業
目
的
）

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
主
観
的
に
は
構
成
員
の
法
的
地
位

(
M
i
t
g
l
i
e
d
s
c
h
a
f
t
)

r
u
n
g
s
p
f
l
.
i
c
h
t
)
 

と

と
な
っ
て
、
た
と
え
ば
目
的
達
成
の
推
進
義
務

(
F
o
r
d
e
,
 

と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
目
的
は
、
他
の
契
約
関
係
に
お
い
て
は
行

為
基
礎
と
し
て
契
約
内
容
の
外
で
想
定
さ
れ
る
利
益
の
共
同
関
係
（
た
と
え
ば
、
共
算
的
消
費
貸
借
に
お
け
る
貸
主
の
利
益
へ
の
参
加
の

(58) 

つ
ま
り
、
合
意
原
因

(
c
a
u
s
a
)

が
契
約
内
容
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

基
礎
に
あ
る
も
の
）
、

団
体

(
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t) 

に
お
い
て
、
構
成
員
相
互
の
関
係
は
こ
れ
を
内
部
関
係
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
団
体
の
第
三
者
に
対
す
る
関

係
は
こ
れ
を
対
外
関
係
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
社
団
型
団
体

(
K
o
r
p
e
r
s
c
h
a
f
t) 

し
て
、
組
合
型
団
体

(
P
e
r
s
o
n
e
n
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)

在
す
る
。
こ
の
団
体
類
型
を
内
的
組
合

(
I
n
n
e
n
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t) 

に
つ
い
て
は
、
内
部
関
係
に
の
み
と
ど
ま
り
対
外
関
係
を
有
し
な
い
団
体
類
型
が
存

(59) 

と
い
う
。
た
と
え
ば
、
民
法
上
の
組
合
は
内
的
組
合
の
類
型
に
属
す
る

（
内
的
組
合
た
る
民
法
上
の
組
合
）
。

は
つ
ね
に
内
部
関
係
と
対
外
関
係
を
有
す
る
の
に
対

内
的
組
合
に
お
い
て
は
、
組
合
員
に
共
同
的
に
帰
属
す
る
組
合
財
産
が
形
成
さ
れ
ず
、
事
業
用
の
財
産
は
た
と
え
ば
事
業
執
行
者
た
る



匿
名
組
合
は
そ
の
出
資
関
係
が
外
部
に
あ
ら
わ
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、

D
a
r
l
e
h
e
n
)
 
と
の
異
同
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

③
匿
名
組
合
と
共
算
的
消
費
貸
借

合
員
に
認
め
ら
れ
て
い
る

（
ド
イ
ツ
商
法
典
二
三
三
条）。

名
組
合
員
が
存
在
し
う
る
。

る

第
五
九
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合
員
の
一
人
で
あ
る
。

内
的
組
合
と
し
て
の
匿
名
組
合

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
匿
名
組
合

(stille
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)
 

（九
0
四）

糾
合
員
の
一
人
に
帰
属
す
る
。
ま
た
、
対
外
的
法
律
関
係
の
当
事
者
は
総
組
合
員
な
い
し
組
合
型
団
体
で
は
な
く
、
事
業
執
行
者
た
る
組

は
内
的
組
合
た
る
民
法
上
の
組
合
の
特
殊
類
型
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

匿
名
組
合
は
民
法
上
の
組
合
の
成
立
要
件
（
ド
イ
ツ
民
法
典
七

0
五
条
）
を
満
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
匿
名
組
合
に
も

(60) 

「
共
同
の
目
的
」
が
存
在
す
る
。

財
産
的
な
共
同
性
に
つ
い
て
は
、
出
資
と
損
益
分
配
が
認
め
ら
れ
る
。
営
業
者
の
出
資
は
業
務
執
行
と
し
て
の
労
務
出
資
お
よ
び
財
産

的
出
資
で
あ
り
、
そ
の
財
産
的
出
資
は
匿
名
組
合
員
の
出
資
と
あ
わ
せ
て
営
業
者
自
身
に
帰
属
し
、
共
同
的
な
組
合
財
産
は
形
成
さ
れ
な

い
。
利
益
分
配
の
要
素
は
つ
ね
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
損
失
分
担
に
つ
い
て
は
匿
名
組
合
員
に
つ
き
免
除
す
る
こ
と
が
で
き

（
ド
イ
ツ
商
法
典
二
三
一
条
）
。
つ
ま
り
、
事
業
が
債
務
超
過
の
場
合
で
な
く
と
も
、
出
資
全
額
の
返
還
請
求
権
を
有
す
る
よ
う
な
匿

事
業
運
営
の
共
同
性
に
つ
い
て
は
、
民
法
上
の
組
合
（
ド
イ
ツ
民
法
典
七
一
六
条
）
に
お
け
る
の
と
同
様
の
監
視
・
監
督
権
が
匿
名
組

(2) 

関
法

そ
れ
と
類
似
す
る
共
算
的
消
費
貸
借

(
p
a
r
t
i
a
r
i
s
c
h
e
s

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
匿
名
組
合
が
内
的
組
合
た
る
民
法
上
の
組
合
の
特
殊
類
型

五
九



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

五
九

（九
0
五）

と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
匿
名
組
合
と
共
算
的
消
費
貸
借
に
関
す
る
議
論
は
、
民
法
上
の
組
合
と
共
算
的
消
費
貸
借
の
異
同
を

(61
)
 

論
じ
る
こ
と
に
通
じ
る
。

共
算
的
消
費
貸
借
と
匿
名
組
合
（
な
い
し
内
的
組
合
）
と
の
共
通
点
は
、
事
業
者
へ
の
出
資
財
産
の
移
転
お
よ
び
出
資
者
の
利
益
へ
の

(62
)
 

参
加
で
あ
る
。

(63
)
 

相
違
点
は
共
同
目
的
の
有
無
で
あ
る
。
そ
の
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
徴
表
は
損
失
分
担
の
有
無
で
あ
る
。
出
資
者
に
出
資
総
額
の
減

少
の
意
味
に
お
け
る
損
失
の
分
担
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
消
費
貸
借
で
は
な
く
、
匿
名
組
合
な
い
し
内
的
組
合
た
る
民
法
上
の
組
合
が
認

め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
損
失
分
担
は
組
合
成
立
の
必
要
条
件
で
は
な
い
が
、

十
分
条
件
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
匿
名
組
合
に
お
い
て
は
そ
の
契
約
関
係
的
性
質
か
ら
匿
名
組
合
員
の
損
失
分
担
を
特
約
に
よ
り
排
除
し
う
る

は
そ
の
商
法
典
二
三

一
条
二
項
の
明
文
規
定
に
よ
り
、
わ
が
国
で
は
商
法
五
四
二
条
た
だ
し
書
の
解
釈
と
し
て
こ
の
こ
と
が
承
認
さ
れ
て

い
る
）

。
ま
た
、
民
法
上
の
組
合
に
お
い
て
は
共
同
目
的
の
営
利
た
る
と
非
営
利
た
る
と
を
問
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
目
的
の
共
同
性

(64
)
 

の
内
容
と
し
て
、
利
益
分
配
も
（
出
資
総
額
の
減
少
に
お
け
る
）
損
失
分
担
も
組
合
の
本
質
的
要
素
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
共
同
目
的
の
存
在
、

（
ド
イ
ツ
で

つ
ま
り
、
組
合
関
係
の
存
在
に
と
っ
て
、
損
失
分
担
は
必
要
条
件
で
は
な
い
が
、
十
分
条
件
な
の
で
あ

る
か
ら
、
損
失
分
担
に
は
重
要
な
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
出
資
総
額
が
減
少
し
た
場
合
に
出
資
額
の
全
額
が
返
還
さ
れ
な
い

こ
と
は
、
出
資
義
務
の
意
義
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
出
資
額
の
全
額
の
返
還
請
求
権
が
存
在
す
る
場
合
、

分
担
義
務
が
構
成
員
に
な
い
場
合
に
は
、

事
業
に
対
す
る
出
資
と
し
て
の
色
彩
が
弱
く
な
る
。

つ
ま
り
、
損
失



る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
と
は
事
情
が
異
な
る
。

件
で
は
な
い
。

さ
て
、
損
益
分
配
は
民
法
上
の
組
合
の
成
立
要
件
と
い
え
る
か
？

民
法
六
六
七
条
を
文
言
ど
お
り
読
む
か
ぎ
り
で
は
、
「
各
当
事
者
」
に
よ
る
「
出
資
」
義
務
お
よ
び
「
共
同
の
事
業
を
営
む
こ
と
」
の

合
意
が
民
法
上
の
組
合
の
成
立
要
件
で
あ
る
。
損
益
分
配
が
成
立
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

(65
)
 

判
例
・
通
説
に
よ
れ
ば
、

一
部
の
組
合
員
が
損
失
分
担
を
し
な
い
合
意
は
有
効
で
あ
る
か
ら
、
損
失
分
担
は
民
法
上
の
組
合
の
成
立
要

件
で
は
な
い
。
ま
た
、
利
益
分
配
に
つ
い
て
は
す
ぺ
て
の
組
合
員
が
利
益
分
配
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
に
は
利
益
分
配
を
す
る
組
合
の
場
合
と
い
う
限
定
が
つ
い
て
い
る
か
ら
、
利
益
分
配
も
ま
た
民
法
上
の
組
合
一
般
の
成
立
要

わ
が
国
に
お
い
て
は
損
益
分
配
が
民
法
上
の
組
合
の
成
立
要
件
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
明
文
で
も
っ
て
損
益
分
配
を
成
立
要
件
と
す

も
っ
と
も
、
損
益
分
配
を
要
件
と
す
る
か
否
か
は
定
義
づ
け
の
問
題
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

な
い
と
い
う
条
項
に
よ
っ
て
当
該
契
約
が
無
効
に
な
る
の
で
は
な
く
、
当
該
条
項
が
書
か
れ
ざ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る

典
一
八
四
四
条
の
一
項
第
二
項）

か
、
あ
る
い
は
、
当
該
条
項
は
維
持
さ
れ
て
当
該
契
約
が
他
の
法
律
関
係
と
し
て
性
質
決
定
さ
れ
る
。

後
者
の
場
合
、
利
益
分
配
が
な
け
れ
ば
、
た
と
え
ば
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン

ば
、
た
と
え
ば
共
算
的
消
費
貸
借

(
p
r
e
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
f
 :
 利
益
参
加
型
消
費
貸
借
）

①
組
合
の
成
立
要
件
と
損
益
分
配

関
法

VI 

第
五
九
巻
三
•
四
号

お
わ
り
に
組
合
型
団
体
に
お
け
る
「
共
同
の
事
業
」
と
損
益
分
配
l
|
|

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
、
損
益
分
配
が

(
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 :
 非
営
利
団
体
）

(66
)
 

で
あ
る
。

（
フ
ラ
ン
ス
民
法

で
あ
り
、
損
失
分
担
が
な
け
れ

五
九
四

（九
〇
六
）



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

2
 

損
益
分
配
は
組
合
の
成
立
要
件
で
は
な
い
が
、
成
立
要
件
の
「
共
同
の
事
業
」
の
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
共
同
の
事
業
」
に
い
う
事
業
は
、
組
合
の
共
同
の
目
的
（
ド
イ
ツ
法
に
い
う
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
r
Z
w
e
c
k
)

を
達
成
す
る
た

め
の
手
段
で
あ
る
。
組
合
の
共
同
の
目
的
と
は
、
営
利
目
的
ま
た
は
公
益
な
ど
の
非
営
利
の
何
ら
か
の
目
的
を
い
う

(11
団
体
目
的
。
ド

ィ
ッ
法
に
い
う
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
ft
s
z
w
e
c
k
)
。
共
同
の
事
業
は
、

を
画
す
る
も
の
で
あ
る

一
般
社
団
•
財
団
法
人
法
―
一
条
一
項
一
号
や
会
社
法
二
七
条
一
号
に
い

う
定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
「
目
的
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
組
合
の
行
う
具
体
的
な
事
業
活
動
の
範
囲

(67
)
 

(11
事
業
目
的
）
。
組
合
契
約
が
書
面
に
な
っ
て
い
れ
ば
そ
こ
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
共
同
の
事
業
」
に
い
う
共
同
性
を
認
定
す
る
た
め
の
要
素
に
は
、
事
業
運
営
の
共
同
性
、
お
よ
び
、
損
益
分
配
の
要
素
を
含
む
財
産

事
業
運
営
の
共
同
性
と
は
、
組
合
の
事
業
へ
の
共
同
的
参
加
、
お
よ
び
、
共
同
の
事
業
の
基
礎
と
な
る
組
合
契
約
に
関
す
る
意
思
決
定

へ
の
共
同
的
関
与
を
い
う
。
事
業
へ
の
共
同
的
参
加
に
は
た
と
え
ば
、
業
務
執
行
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
へ
の
参
加
（
民
法
六
七

0
条

一

項
）
や
、
最
低
限
の
参
加
と
し
て
業
務
•
財
産
状
況
の
検
査
権
（
民
法
六
七
三
条
）
が
あ
る
。

財
産
関
係
の
共
同
性
に
は
、
損
益
分
配
の
要
素
ま
た
は
共
同
財
産
（
組
合
財
産
）

五
九
五

の
形
成
の
要
素
が
あ
る
。

営
利
目
的
の
組
合
に
あ
っ
て
、
「
共
同
の
事
業
」
に
い
う
共
同
性
を
認
定
す
る
た
め
に
は
、
各
当
事
者
の
組
合
へ
の
共
同
的
参
加
、

関
係
の
共
同
性
の
要
素
が
あ
る
。

(3) 

「
共
同
の
事
業
」
に
い
う
共
同
性

「
共
同
の
事
業
」
に
い
う
事
業

（
九
〇
七
）

っ

ま
り
、
事
業
運
営
の
共
同
性
お
よ
び
財
産
関
係
の
共
同
性
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
共
同
性
を
認
定
す
る
た
め
の



第
五
九
巻
―
―
―
•
四
号

一
部
の
者
が
出
資
全
額
の
返
還
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う

要
素
は
、
あ
く
ま
で
総
合
的
・
全
体
的
評
価
の
た
め
の
掛
酌
要
素
で
あ
り
、
必
ず
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
常
素
と
い
う
わ
け
で
は
な

た
と
え
ば
、
損
益
分
配
は
財
産
関
係
の
共
同
性
を
認
定
す
る
た
め
の

一
要
素
に
す
ぎ
な
い
。

（九
0
八）

利
益
分
配
お
よ
び
損
失
分
担
が
と
も
に
共
同
性
の

一
要
素
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
利
益
分
配
を
目
的
と
す
る
組
合

一
部
の
組
合
員
が
利
益
分
配
を
受
け
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
事
業
成
果
に
対
す
る
何
ら
か
の
利
益
が
精
神
的
な
か

た
ち
で
あ
っ
て
も
、
と
に
か
く
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
事
業
運
営
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
共
同
の
事
業
」
に
い
う
共
同
性
の
要

件
が
満
た
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
が
国
の
民
法
上
の
組
合
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
が
会
社
・
組
合

(societe)

を
営
利
目
的
に
制

限
し
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
法
上
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
組
合
目
的
の
種
類
・
内
容
に
は
何
の
法
律
上
の
制
限
も
な
い
の
で
あ
る
。

損
失
分
担
も
ま
た
組
合
型
団
体
の
常
素
で
は
な
い
。
債
務
超
過
の
際
の
損
失
を
分
担
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
出
資
総
額
の

一
部
の
毀
損

に
と
ど
ま
る
場
合
に
も
損
失
を
分
担
し
な
い
場
合
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
、

約
定
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
出
資
義
務
の
負
担
と
い
う
か
た
ち
で
「
共
同
の
事
業
」
に
貢
献
す
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
組
合
契
約
中
に
組
合
員
の

一
部
に
損
失
分
担
の
な
い
こ
と
を
定
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
損
失
分
担

の
定
め
が
あ
れ
ば
、
当
該
契
約
は
組
合
契
約
で
あ
る
と
の
法
性
決
定
に
強
く
傾
く
。

損
失
分
担
の
定
め
が
あ
れ
ば
、
財
産
関
係
の
共
同
性
が
強
く
示
唆
さ
れ
、
こ
れ
に
加
え
て
事
業
運
営
の
共
同
性
が
最
低
限
の
監
視
権

（
民
法
六
七
三
条
）
と
い
う
か
た
ち
で
で
も
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
当
該
契
約
は
組
合
契
約
で
あ
る
。

に
あ
っ
て
も
、

④
共
同
性
の
要
素
と
し
て
の
損
益
分
配

、o
し

関
法

五
九
六



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

共
同
財
産
が
形
成
さ
れ
、
事
業
名
義
が
共
同
で
あ
れ
ば
民
法
上
の
組
合
で
あ
り
、

あ
れ
ば
内
的
組
合
た
る
民
法
上
の
組
合
か
、
あ
る
い
は
匿
名
組
合
で
あ
る
。

五
九
七
（
九
0
九）

共
同
財
産
が
な
く
事
業
が
組
合
員
の
一
人
の
名
義
で

(
l
)

損
失
分
担
は
組
合
に
お
け
る
各
組
合
員
の
内
部
的
な
負
担
で
あ
り
、
組
合
債
権
者
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
損
失
の
分
担
と
は
、
損
失
額
を

損
失
分
担
の
割
合
に
従
っ
て
各
組
合
員
に
計
算
上
割
り
当
て
る
こ
と
を
い
う
。
損
失
が
生
じ
た
時
点
で
損
失
分
担
額
を
組
合
に
払
い
込
む
こ
と
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
後
に
本
文
で
も
論
じ
る
よ
う
に
、
損
失
分
担
に
い
う
損
失
と
は
、
負
債
が
出
資
総
額
を
超
え
る
債
務
超
過
の
場
合
の
み

な
ら
ず
、
出
資
総
額
の
毀
損
の
場
合
を
も
含
む
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

(
2
)

共
算
的
消
費
貸
借

(partiarisches
D
a
r
l
e
h
e
n
 ;
 pret participatif)

な
る
訳
語
が
い
か
に
し
て
出
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
の
致
す
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
文
献
が
ラ
テ
ン
語
源
の

partiarisch
を
a
u
f
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
r
 R
e
c
h
n
u
n
g
と
言
い
換
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、

利
益
の
「
共
同
計
鉢

(
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
R
e
c
h
n
u
n
g
)
」
を
「
共
算
」
的
と
翻
訳
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
共
算
的
消
費
貸
借
の
内
容
か
ら
は

利
益
参
加
型
消
費
貸
借
（
フ
ラ
ン
ス
語
の

partici
p
a
 tif
に
対
応
）
な
い
し
利
益
配
当
型
消
費
貸
借
と
で
も
呼
ん
だ
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

(
3
)

た
と
え
ば
、
平
出
疫
道
『
商
行
為
法
（
第
二
版
）
』
三
三

0
な
い
し
―
二
三

一
頁
（
青
林
書
院
、
．
九
八
九
年
）
が
あ
る
。
詳
細
な
も
の
と
し
て

は
篠
田
四
郎
「
非
典
型
匿
名
組
合
そ
の
類
型
論
的
・
法
的
構
成
|
|
＇
①
」
名
城
法
学
三

一
巻

一
号
四
八
頁
以
下
(
-
九
八
二
年
）
が
あ
る
。

匿
名
組
合
に
関
す
る
商
法
学
説
の
記
述
は

一
所
に
ほ
ぼ
収
敏
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
つ
い
て
は
米
田
保
晴
「
匿
名
組
合
の
現
代

的
機
能
(
l
)

そ
の
現
状
と
法
律
上
の
論
点
」
信
州
大
学
法
学
論
集
四
号
七
七
頁
以
下
（
二

0
0
四
年
）
お
よ
び
細
川
健
「
匿
名
組
合
の

税
務
と
そ
の
問
題
点
」
税
務
弘
報
五
四
巻

―
一
号
ニ
ニ
九
頁
以
下
（
二

0
0
六
年
）
に
整
理
が
あ
る
。

(
4
)
 
Y
v
e
s
 G
U
Y
O
N
,
 Dr

o
i
t
 
d
e
s
 
affaires
,
 T

o
m
e
 1
,
 Dr

o
i
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
g
e
n
e
r
a
l
 
et 
societe
,
 7e

 e
d
,
 19

9
2
,
 n°

1
0
9
,
 12

3
;
 Phillipe 

M
E
R
L
E
 et 
A
n
n
e
 F
 A
U
C
H
O
N
,
 Dr

o
i
t
 c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
,
 Societes
 c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
,
 12

e
 ed
., 
2
0
0
8
,
 n
 
0
 

4
0
.
 

(
5
)
 
C
o
d
e
 m
o
n
e
t
a
i
r
e
 et financi
er art
.
 L. 3

1
3
-
1
3
.
 

(
6
)

フ
ラ
ン
ス
法
上
、
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
で
あ
る
会
社
な
い
し
組
合

(soc
iete
:
 ソ
シ
エ
テ
）
は
、
法
人
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
四
二
条

一
項
、
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
・
法
律
ニ

―
0
の
六
条
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
の
ソ
シ
エ
テ

(soc
iete
)

は
、
営
利
性
、
社
団
性
お
よ
び
法
人
格
を
備
え
て
い
る
か
ら
、
会
社
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
社
員
が
登
記
し
な
い
こ
と
を
合
意
す
る
こ



(12) 
関
法

第
五
九
巻
三
•
四
号

（九

一
0
)

（
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す

と
も
で
き
る
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
七

一
条

一
項
）
。
こ
れ
を
ソ
シ
エ
テ
・
ア
ン
・
パ
ル
テ
ィ
シ
パ
シ
オ
ン

(societe
e
n
 participation
盆以

下
「
組
合
」
と
訳
す
）
と
い
う
。
歴
史
的
に
は
伝
統
的
な
意
味
で
の
匿
名
組
合

(association
e
n
 participation)

の
流
れ
を
受
け
、
日
本
で

も
匿
名
組
合
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
が
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
匿
名
組
合
お
よ
び
（
内
的
組
合
を
含
む
）
民

法
上
の
組
合
に
対
応
す
る
。
要
す
る
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
法
人
格
の
あ
る
ソ
シ
エ
テ

(societe)

(11
会
社
）
お
よ
び
法
人
格
の
な

い
ソ
シ
エ
テ

(societe)

(11
組
合
）
が
あ
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
ソ
シ
エ
テ
・
ア
ン
・
パ
ル
テ
ィ
シ
パ
シ
オ
ン
（
組
合
）
に
つ
い
て
は
、
山

田
誠

一
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
組
合
」
日
仏
法
学

一
七
号
一

0
五
頁
以
下
(
-
九
九

一
年
）
に
紹
介
が
あ
る
。
な
お
、
後
掲
注

(28)
参
照
。

(
7
)

よ
り

一
般
的
に
は
、
消
費
貸
借
に
対
す
る
会
社
・
組
合
へ
の
出
資
の
要
素
と
し
て
、
会
社
・
組
合
の
解
散
後
に
の
み
返
還
さ
れ
る
こ
と
、
対
価

は
利
益
に
応
じ
た
利
益
配
当
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
出
資
か
ら
な
る
資
本
が
会
社
債
務
の
引
き
当
て
と
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

G
U
Y
O
N
,
 

0
 p
.
 cit
., 
n
°
1
0
9
.
 

(
8
)

前
掲
注
(
6
)
お
よ
び
後
掲
注

(28)
参
照
。

(
9
)

フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
八
七
二
条
の

一
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
第
三
者
に
知
ら
れ
て

(au
v
u
 et 
a
u
 s
u
 d
e
s
 tiers
)
組
合
員
の
資
格
で
活
動
す
る

組
合

(societe
e
n
 participation)

構
成
員
は
、
組
合
債
務
に
つ
き
債
務
を
負
担
す
る
（
こ
の
か
ぎ
り
で
、
非
匿
名
型
組
合
〔
societe
e
n
 p
a
r
 ,
 

ticipation ostensible
〕
と
な
る
。
わ
が
国
の
民
法
上
の
組
合
に
対
応
す
る
）
。
わ
が
国
の
民
法
典
に
は
組
合
員
の
無
限
責
任
を
直
接
定
め
る
明

文
の
規
定
は
な
い
が
、
民
法
六
七
五
条
が
組
合
員
の
無
限
責
任
を
前
提
と
す
る
。

(10)

フ
ラ
ン
ス
文
献
に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

G
U
Y
O
N
,
o
p
.
 cit.
,
 n°

1
2
6
;
 
K
e
r
s
t
i
n
 P
E
G
L
O
W
,
 Le
 contrat d
e
 

societe e
n
 droit a
l
l
e
m
a
n
d
 et e
n
 droit fran~ais 

c
o
m
p
a
r
e
s
,
 20

0
3
,
 n
 
0
 

5
4
7
.
 

(11)

以
下
の
投
資
事
業
組
合
に
関
す
る
叙
述
は
、
宮
武
敏
夫
「
匿
名
組
合
契
約
と
税
務
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
―
二
五
五
号

一
〇
六
頁
（
二

0
0
三
年
）
、

米
田
保
晴
「
匿
名
組
合
の
現
代
的
機
能

(
l
)

（2
)

そ
の
現
状
と
法
律
上
の
問
題
点

(
l
)

（2
完
）
」
信
州
大
学
法
学
論
集
四
号
七
七

頁
（
二

0
0
四
年
）
・
六
号

一
五
九
頁
（
二

0
0
六
年
）
、
名
古
屋
地
判
平
成

一
六
年

一
0
月
二
八
日
判
タ

―
二
0
四
号
ニ
ニ
四
頁
、
細
川
健
「
民

法
上
の
任
意
組
合
の
税
務
と
そ
の
問
題
点
航
空
機
リ
ー
ス
事
件
を
題
材
に
し
て
」
税
務
弘
報
五
四
巻
八
号

一
五
二
頁
（
二

0
0
六
年
）
、
田

中
慎

一
・
保
田
隆
明
『
投
資
事
業
組
合
と
は
何
か
』
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二

0
0
六
年
）
に
よ
る
。

も
っ
と
も
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
に
関
す
る
公
示
制
度
に
は
問
題
が
あ
る
。
と
く
に
有
限
責
任

五
九
八



組
合
型
団
体
に
お
け
る
共
同
事
業
性
の
意
義

五
九
九
（
九

―
-
）

る
法
律
九
条
二
項
）
に
関
し
て
、
組
合
員
が
有
限
責
任
を
享
受
す
る
た
め
の
要
件
は
、
各
当
事
者
に
よ
る
出
資
と
共
同
の
投
資
事
業
の
合
意

（同

法――一条

一
項
）
お
よ
び
無
限
責
任
組
合
員
・
有
限
責
任
組
合
員
の
別
の
合
意
（
同
法
三
条
二
項
四
号
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
有
限
責
任
組

合
員
が
誰
で
あ
る
か
は
登
記
事
項
で
は
な
く
、
無
限
責
任
組
合
員
に
つ
い
て
の
み
が
登
記
事
項
と
な
っ
て
い
る
（
同
法

一
七
条
二
項
）
。
そ
れ
ゆ

え
、
第
三
者
と
の
間
で
、
有
限
責
任
組
合
員
で
あ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
組
合
員
が
誰
で
あ
る
か
が
争
い
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る。

一
般
に
は
同
法

一
七
条
の
登
記
に
よ
り
有
限
責
任
を
第
三
者
に
主
張
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
有
限

責
任
事
業
組
合
で
は
、
有
限
責
任
（
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律

一
五
条
）
を
負
担
す
る
に
す
ぎ
な
い
紐
合
員
（
同
法
四
条
三
項
四

号
）
の
全
員
に
つ
い
て
登
記
さ
れ
る
（
同
法
五
七
条

一
項
）
の
で
、
登
記
の
意
義
を
有
限
責
任
と
の
関
係
で
ど
う
解
す
る
か
（
効
力
発
生
要
件
か
、

対
抗
要
件
か
、
あ
る
い
は
、
単
な
る
公
示
に
す
ぎ
な
い
か
）
に
つ
い
て
の
難
問
は
残
る
に
し
て
も
、
有
限
責
任
で
あ
る
組
合
員
の
全
員
の
名
が
公

示
さ
れ
る
と
い
う
点
で
問
題
は
小
さ
い
。

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
に
お
い
て
組
合
員
の
誰
で
あ
る
か
が
問
題
に
な
る
と
す
れ
ば
、
以
下
に
述
ぺ
る
民
法
上
の
組
合
に
関
す
る
誠
論
が
同

様
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(13)

フ
ラ
ン
ス
文
献
で
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

G
U
Y
O
N
,0
 p
.
 ci

t
., 

n
°

1
2
6
;
 
P
E
G
L
O
W
,
 

0
 p
.
 ci

t
., 
n

°

5
4
9
;
 
M
E
R
L
E
 et
 

F
A
U
C
H
O
N
,
 

0
 p
.
 

c
i
t
., 

n
 
0
 4

4
.
 

(14)

後
述
す
る
よ
う
に
、
事
業
運
営
の
共
同
性
は
財
産
関
係
の
共
同
性
と
と
も
に
、
組
合
契
約
に
お
け
る
「
共
同
の
事
業
」

（民
法
六
六
七
条
）
の

共
同
性

（共
同
的
参
加
）
の

一
要
素
で
あ
る
。

(15)

損
益
分
配
に
関
し
て
は
、
我
妻
栄
『
債
権
各
論
中
巻
二
』
八
二

0
頁
以
下
（
岩
波
書
店
、

一
九
六
二
年
）
、
鈴
木
祁
禰
編
『
新
版
注
釈
民
法

⑬
』
（
有
斐
閣
、

一
九
九
三
年
）
―

二
五
頁
以
下
〔
品
川
孝
次
〕
お
よ
び
品
川
孝
次
『
契
約
法

下
巻
』
（
青
林
書
院
、

一
九
九
八
年
）
＿
―
-三
六
頁

以
下
が
わ
が
国
に
お
け
る
通
説
的
見
解
で
あ
ろ
う
。

(16)

有
限
責
任
事
業
組
合
お
よ
び
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
分
配
規
制
が
あ
る
（
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律

三
四
条

一
項
「
組
合
財
産
は
、
そ
の
分
配
の
日
に
お
け
る
分
配
可
能
額
…
…
を
超
え
て
、
こ
れ
を
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
・
有
限
責
任
事

業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
三
七
条
「
純
資
産
額
か
ら
三
百
万
円
（
…
…
出
資
の
総
額
が
一
二
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
組
合
員

に
よ
る
出
資
の
総
額
）
を
控
除
す
る
」
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律

一
0
条

一
項
「
組
合
財
産
は
、
貸
借
対
照
表
上
の
純
資

産
額
を
超
え
て
、
こ
れ
を
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
）
。



鈴
木
編
・
前
掲
注

(15)

〔
品
川
〕

我
妻
・
前
掲
注

(15)
八
ニ

―
頁
。

た
と
え
ば
、
平
出
・
前
掲
注

(
3
）一―
-三
七
頁
。

我
妻
・
前
掲
注
(15)
七
七
三
頁
、
広
中
俊
雄
『
債
権
各
論
講
義

（第
六
版
）
』
三

0
三
頁
（
有
斐
閣
、

一
九
九
四
年
）
。
わ
が
国
の
通
説
は
、
ド

イ
ツ
に
お
け
る
か
つ
て
の
通
説
に
呼
応
す
る
。

V
gl.
,
 Pe

t
e
r
 
U
L
M
E
R
,
 Ge

s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
blirgerlichen 
R
e
c
h
t
s
 
u
n
d
 P
a
r
t
n
e
r
s
c
h
a
f
t
s
 ,
 

gesellschaft
,
 So

n
d
e
r
a
u
s
g
a
b
e
 
a
u
s
 B
a
n
d
 5
 
(
S
c
h
u
l
d
r
e
c
h
t
・
B
e
s
o
n
d
e
r
e
r
 T
e
i
l
 
III) 
d
e
s
 
M
l
i
n
c
h
e
n
e
r
 
K
o
m
m
e
n
t
a
r
s
 z
u
m
 B
u
r
g
e
r
 ,
 

l
i
c
h
e
n
 G
e
s
e
t
z
b
u
c
h
,
 

4
.
 A

u
f
l
., 
2
0
0
4
,
 §

7
0
5
 R
n
.
 

1
4
9
.
 

(21)

大
判
明
治
四
四
年

―
二
月
二
六
日
民
録

一
七
輯
九

一
六
頁。

(22)

前
掲
注

(11
)
、
判
タ

―
二

0
四
号
二
五
九
頁
。

(23)

我
妻
・
前
掲
注

(15)
七
五
七
頁
。

(24)

我
妻
・
前
掲
注
(15)
七
七

一
頁
。

(25
)

対
外
的
業
務
執
行
は
第
三
者
と
の
法
律
行
為
を
と
も
な
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
外
的
業
務
執
行
に
つ
い
て
は
、
組
合
員
全
員

が
共
同
し
て
対
外
的
業
務
執
行
お
よ
び
法
律
行
為
を
す
る
場
合
を
除
き
、
業
務
執
行
を
な
す
者
に
組
合
（
全
組
合
員
）
を
代
理
す
る
権
限
が
必
要

で
あ
る
（
組
合
代
理
）
。

(26)

こ
の
項
は
、

U
l
r
i
c
h
E
I
S
E
N
H
A
R
D
T
,
 Ge

s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
s
r
e
c
h
t
,
 

1
3
.
 A

u
f
l
., 
2
0
0
7
,
 R

n
.
 

5
5
 f.;
 P
E
G
 L
O
W
,
 

0
 p
.
 cit
., 
n
 
c
 4

0
9
 et ss
.
 を

参
照
し

て
い
る
。

(27) 
前
掲
注
(1
1
)
•名古
屋
地
判
平
成

一
六
年

一
0
月
二
八
日
は
民
法
六
六
七
条

一
項
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
、
「
『
事
業
を
共
同
で
営
む
』
と
い
う

た
め
に
は
、
ま
ず
、

（

各
当
事
者
が
当
該
組
合
の
事
業
の
遂
行
に
関
与
し
得
る
権
利
を
も
つ
こ
と
が
必
要
と
い
う
べ
き
て
あ
る
」
と
し
、
「
次
に
、

伺

各
当
事
者
が
事
業
の
成
功
に
何
ら
か
の
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

（判
タ

―
二
0
四
号
二
五
九
頁）。

(28
)

野
田
良
之
「
会
社
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
」
鈴
木
竹
雄
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
商
法
学
の
課
題
（
中
）
』
七

0
五
な
い
し
七

0
七
頁

（有
斐
閣
、

一
九
七
五
年
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
の
ソ
シ
エ
テ

(societe
)

に
会
社
、
組
合
ま
た
は
社
団
の
い
ず
れ
の
訳
語
を
あ
て
る
の
も
適
当
で
は
な
い
と

す
る
。
現
行
フ
ラ
ン
ス
法
の
下
で
は
、
ソ
シ
エ
テ

(societe
)

は
営
利
性
お
よ
び

（
一
人
会
社
の
例
外
は
あ
る
が
）
社
団
性
を
そ
な
え

（
フ
ラ
ン

ス
民
法
典

一
八
三
二
条
）
、
か
つ
、
法
人
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
同

一
八
四
二
条

一
項
、
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
・
法
律
ニ

―
0
の
六

(17) 

(18
)
 

(19
)
 

(20) 
関
法

第
五
九
巻
―

―
―
•
四
号

二
―
六
頁
、
品
川
・
前
掲
注
(15)
三
三
六
頁。

六
0
0

（九

―
二）
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